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『
發
公
羊
墨
守
』『
箴
左
氏
膏
肓
』『
釋
穀
梁
廢
疾
』に
見
え
る
鄭
玄
の
經
書
解
釋

田
尻

健
太

は
じ
め
に

本
稿
は
、
鄭
玄
の
『
發
公
羊
墨
守
』『
箴
左
氏
膏
肓
』『
釋
穀
梁
廢
疾
』
と
い
う
一
連
の
三
篇
の
著
述
（
以
下
「
發
・
箴
・
釋
」
と
呼
稱
）

の
讀
解
を
通
し
て
、
鄭
玄
の
經
書
解
釋
や
學
説
の
特
徵
を
描
寫
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

ま
ず
、
本
稿
で
筆
者
が
「
發
・
箴
・
釋
」
に
着
目
す
る
意
圖
を
説
明
す
る
。
鄭
玄
の
學
問
を
考
察
す
る
な
ら
、
全
體
が
今
に
傳
わ
る
「
三

禮
注
」
や
「
毛
詩
箋
」
に
着
目
す
る
の
が
定
石
だ
が
、
こ
う
し
た
鄭
玄
の
注
釋
書
は
、
解
釋
の
結
論
の
み
が
簡
潔
に
示
さ
れ
、
そ
の
結
論

に
至
っ
た
根
拠
や
論
理
の
繫
が
り
が
分
か
ら
な
い
場
合
が
多
い
。
一
方
、「
發
・
箴
・
釋
」
は
、
何
休
の
『
公
羊
墨
守
』『
左
氏
膏
肓
』『
穀

梁
廢
疾
』（
以
下
「
墨
守
・
膏
肓
・
廢
疾
」
と
呼
稱
）
に
反
論
す
る
た
め
に
書
か
れ
た
書
で
、
鄭
玄
の
立
説
の
根
據
や
思
考
の
過
程
が
比

較
的
よ
く
言
明
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、「
發
・
箴
・
釋
」
を
用
い
れ
ば
、
何
休
と
鄭
玄
の
立
説
の
相
違
が
自
然
と
明
ら
か
に
な
り
、
鄭
説

の
特
徵
を
摑
み
や
す
い
と
い
う
面
も
あ
る
。
以
上
の
理
由
か
ら
、
本
稿
は
「
發
・
箴
・
釋
」
を
手
掛
か
り
と
し
て
鄭
玄
の
思
考
過
程
を
浮

き
彫
り
に
し
、
そ
こ
か
ら
「
三
禮
注
」
に
代
表
さ
れ
る
鄭
玄
の
經
書
解
釋
の
特
徵
を
考
え
る
こ
と
に
主
眼
を
置
く
。
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「
發
・
箴
・
釋
」
に
對
す
る
專
論
と
し
て
は
、
「
發
・
箴
・
釋
」
を
今
文
説
・
古
文
説
の
相
違
を
探
る
材
料
に
す
る
淸
朝
考
證
學
者
の

硏
究
の
他

、
田
中
麻
紗
巳
に
よ
る
後
漢
當
時
の
政
治
的
文
脈
か
ら
何
・
鄭
の
相
違
を
見
出
す
硏
究

、
齋
木
哲
郞
に
よ
る
後
漢
の
春
秋
學

（1）

（2）

の
展
開
か
ら
何
・
鄭
の
思
想
を
檢
討
す
る
硏
究

、
郜
積
意
に
よ
る
初
期
の
經
學
議
論
の
一
例
と
し
て
何
・
鄭
の
論
爭
を
分
析
し
、
そ
の

（3）

論
理
を
明
ら
か
に
す
る
硏
究
な
ど
が
あ
る

。
ま
た
、
佐
々
木
徹
志
は
「
發
・
箴
・
釋
」
か
ら
鄭
玄
の
春
秋
學
の
特
徵
を
分
析
し
た

。
た

（4）

（5）

だ
、
「
發
・
箴
・
釋
」
で
の
鄭
玄
の
論
理
を
、
鄭
玄
の
經
書
解
釋
全
體
と
の
關
わ
り
か
ら
細
か
に
讀
解
し
た
硏
究
は
少
な
い
。
こ
の
點
か

ら
言
っ
て
も
、
本
稿
の
檢
討
は
意
義
の
あ
る
も
の
に
な
ろ
う
。

以
上
の
問
題
意
識
か
ら
、
本
稿
は
以
下
の
構
成
を
取
る
。
ま
ず
第
一
章
で
は
、
前
提
的
な
事
柄
の
整
理
を
行
い
、
「
發
・
箴
・
釋
」
の

執
筆
の
經
緯
や
そ
の
典
型
的
な
内
容
を
示
す
。
そ
し
て
第
二
章
で
は
、
第
一
章
を
踏
ま
え
、「
發
・
箴
・
釋
」
の
特
徵
的
な
條
に
着
目
し
、

鄭
玄
の
經
書
解
釋
を
禮
學
と
の
關
わ
り
に
着
目
し
な
が
ら
考
察
す
る
。

な
お
、
「
發
・
箴
・
釋
」
は
佚
書
で
あ
り
、
文
獻
學
的
な
問
題
が
存
す
る
の
で
、
本
論
に
入
る
前
に
檢
討
し
て
お
く
。
歷
代
の
目
錄
を

見
る
と
、『
隋
書
』
經
籍
志
に
「
春
秋
公
羊
墨
守
十
四
卷
、
何
休
撰
」
「
春
秋
左
氏
膏
肓
十
卷
、
何
休
撰
」「
春
秋
穀
梁
廢
疾
三
卷
、
何
休

撰
」「
春
秋
穀
梁
廢
疾
三
卷
、
何
休
撰
、
鄭
玄
釋
、
張
靖
箋

」
が
著
錄
さ
れ
、
こ
の
う
ち
『
左
氏
膏
肓
』
の
み
は
『
日
本
國
見
在
書
目
錄
』

（6）

の
他
、
『
郡
齋
讀
書
志
』『
直
齋
書
錄
解
題
』
に
も
著
錄
さ
れ
る
。
葉
夢
得
（
北
宋
～
南
宋
）
も
「
箴
」
の
全
書
は
世
に
あ
り
、「
釋
」
は

范
寧
注
に
見
え
、「
發
」
は
傳
わ
ら
な
い
と
述
べ
て
お
り

、「
箴
」
だ
け
は
宋
代
ま
で
存
在
し
て
い
た
ら
し
い
。

（7）

こ
れ
ら
三
篇
を
引
用
す
る
文
獻
の
う
ち
、
最
も
古
い
も
の
が
『
穀
梁
』
范
寧
注
で
、
他
は
『
左
傳
正
義
』『
穀
梁
疏
』『
禮
記
正
義
』『
儀

禮
疏
』
『
公
羊
疏
』
な
ど
に
斷
片
的
に
見
え
る
。
「
發
・
箴
・
釋
」
の
輯
佚
書
は
、
『
漢
魏
叢
書
抄
』
、
孔
廣
林
『
通
德
遺
書
所
見
錄
』、
袁

鈞
『
鄭
氏
佚
書
』
な
ど
數
多
く
あ
り
、
最
も
充
實
し
た
も
の
が
皮
錫
瑞
『
發
墨
守
箴
膏
肓
釋
廢
疾
疏
證
』（
以
下
「
皮
本
」
と
呼
稱
）
で
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あ
る

。
皮
本
は
、
皮
の
校
正
本
文
を
揭
示
し
た
上
で
、
何
・
鄭
の
議
論
の
是
非
に
つ
い
て
、
劉
逢
祿
・
柳
興
恩
・
孔
廣
森
・
陳
立
ら
の

（8）

考
察
を
踏
ま
え
て
コ
メ
ン
ト
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
。「
發
・
箴
・
釋
」
を
讀
解
す
る
上
で
、
皮
本
は
必
讀
の
書
で
あ
り
、
本
稿
で
も
參

考
に
し
た
。

本
稿
の
「
發
・
箴
・
釋
」
の
本
文
は
、
輯
佚
元
の
原
書
（
十
三
經
注
疏
の
底
本
は
阮
元
本
を
用
い
る
）
で
引
用
さ
れ
る
字
句
を
で
き
る

だ
け
尊
重
し
た
が
、
一
部
皮
本
な
ど
を
參
考
に
字
句
を
改
め
た
も
の
が
あ
り
、
そ
の
場
合
は
脚
注
に
示
す
。
な
お
、
現
代
語
譯
を
作
成
す

る
際
、
岩
本
憲
司
『
春
秋
穀
梁
傳
范
寧
集
解
』（
汲
古
書
院
、
一
九
九
〇
）
、『
春
秋
公
羊
傳
何
休
解
詁
』（
汲
古
書
院
、
一
九
九
四
）
、『
春

秋
左
氏
傳
杜
預
集
解

上
・
下
』
（
汲
古
書
院
、
二
〇
〇
一
、
二
〇
〇
六
）
を
參
考
に
し
た
。

一
、『
發
墨
守
』『
箴
膏
肓
』『
釋
廢
疾
』
の
背
景

一
－
一
、『
發
墨
守
』『
箴
膏
肓
』『
釋
廢
疾
』
の
執
筆
の
經
緯

ま
ず
、「
發
・
箴
・
釋
」
を
硏
究
す
る
下
準
備
と
し
て
、「
發
・
箴
・
釋
」
の
執
筆
の
經
緯
と
背
景
を
整
理
す
る
。
鄭
玄
が
「
發
・
箴
・

釋
」
の
三
篇
を
著
し
た
始
末
は
、
『
後
漢
書
』
鄭
玄
列
傳
に
記
さ
れ
る
。

及
黨
事
起
、
迺
與
同
郡
孫
嵩
等
四
十
餘
人
俱
被
禁
錮
、
遂
隱
修
經
業
、
杜
門
不
出
。
時
任
城
何
休
好
公
羊
學
、
遂
著
公
羊
墨
守
、
左

氏
膏
肓
、
穀
梁
廢
疾
。
玄
迺
發
墨
守
、
鍼
膏
肓
、
起
廢
疾
。
休
見
而
歎
曰
、
康
成
入
吾
室
、
操
吾
矛
、
以
伐
我
乎
。
初
、
中
興
之
後
、

范
升
、
陳
元
、
李
育
、
賈
逵
之
徒
爭
論
古
今
學
、
後
馬
融
答
北
地
太
守
劉
瓌
及
玄
答
何
休
、
義
據
通
深
、
由
是
古
學
遂
明

。
（9）
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黨
錮
の
禁
が
起
こ
る
と
、
な
ん
と
（
鄭
玄
は
）
同
郡
の
孫
嵩
な
ど
四
十
數
人
と
と
も
に
禁
錮
に
處
さ
れ
、
そ
の
ま
ま
隱
れ
て
經
書
の

業
を
修
め
、
門
を
閉
ざ
し
て
外
に
出
な
か
っ
た
。
そ
の
頃
、
任
城
の
何
休
は
『
公
羊
』
の
學
を
好
ん
で
い
て
、
そ
の
ま
ま
『
公
羊
墨

守
』『
左
氏
膏
肓
』『
穀
梁
廢
疾
』
を
著
し
た
。
玄
は
そ
こ
で
『
墨
守
』
を
啓
發
し
、『
膏
肓
』
に
鍼
を
打
ち
、『
廢
疾
』
を
（
病
か
ら
）

立
ち
上
が
ら
せ
た
。
休
は
見
て
感
嘆
し
「
鄭
康
成
（
鄭
玄
）
は
私
の
部
屋
に
入
り
、
私
の
矛
を
操
り
、
そ
れ
で
私
を
倒
そ
う
と
す
る

の
か
」
と
言
っ
た
。
も
と
も
と
、
中
興
の
後
、
范
升
・
陳
元
・
李
育
・
賈
逵
な
ど
の
學
徒
が
古
今
の
學
を
爭
論
し
、
後
に
馬
融
が
北

地
太
守
の
劉
瓌
に
答
え
、
玄
が
何
休
に
答
え
る
と
、
意
味
と
根
據
が
深
く
通
じ
る
よ
う
に
な
り
、
こ
れ
よ
り
古
文
學
が
明
ら
か
に
な

っ
た
。

鄭
玄
は
建
寧
三
年
（
一
七
〇
）
前
後
か
ら
十
四
年
間
、
黨
錮
の
禁
で
處
分
さ
れ
て
い
る
間
に
「
發
・
箴
・
釋
」
を
著
し
た

。
鄭
玄
が

（10）

「
三
禮
注
」
を
執
筆
し
た
の
も
こ
れ
と
同
時
期
で

、
「
三
禮
注
」
と
「
發
・
箴
・
釋
」
に
は
重
な
る
説
も
見
え
る

。
そ
し
て
、
こ
れ
ら

（11）

（12）

「
發
・
箴
・
釋
」
は
、
何
休
の
「
墨
守
・
膏
肓
・
廢
疾
」
に
反
應
し
て
書
か
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
何
休
が
『
春
秋
公
羊
解
詁
』
を
著
し

た
の
は
黨
錮
の
禁
に
坐
し
て
い
た
時
で

、『
解
詁
』
と
こ
の
三
篇
に
は
重
な
る
説
も
多
い
か
ら
、
ひ
と
ま
ず
何
休
の
三
篇
も
同
時
期
の
著

（13）

作
と
考
え
て
お
く
。
な
お
、
何
休
は
光
和
五
年
（
一
八
二
）
に
死
去
し
て
お
り
、
鄭
玄
列
傳
の
逸
話
の
通
り
何
休
が
鄭
玄
の
「
發
・
箴
・

釋
」
を
讀
ん
だ
の
な
ら
、
「
發
・
箴
・
釋
」
の
完
成
は
こ
れ
以
前
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

ま
た
、
列
傳
で
鄭
玄
「
發
・
箴
・
釋
」
と
今
古
文
の
爭
い
が
結
び
付
け
ら
れ
る
こ
と
に
も
注
意
し
た
い

。
も
と
も
と
何
休
が
三
篇
を

（14）

書
い
た
動
機
に
は
、
か
つ
て
『
公
羊
』
に
基
づ
い
て
『
左
氏
』『
穀
梁
』
を
論
難
し
、
白
虎
觀
會
議
で
賈
逵
と
議
論
を
し
た
李
育
を
繼
ぐ

意
思
が
あ
っ
た

。
ま
た
、
何
休
説
に
對
し
て
は
、
鄭
玄
だ
け
で
は
な
く
『
左
氏
』
の
注
釋
者
で
あ
る
服
虔
も
反
論
し
て
い
た

。
こ
う
し

（15）

（16）

た
例
を
見
る
と
、
當
時
の
學
者
の
間
で
『
春
秋
』
三
傳
の
解
釋
の
相
違
が
問
題
の
俎
上
に
上
が
り
、
李
育
と
賈
逵
、
何
休
と
鄭
玄
、
何
休
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と
服
虔
な
ど
の
間
で
議
論
が
あ
っ
た
と
分
か
る
。

よ
っ
て
、「
發
・
箴
・
釋
」
の
讀
解
の
前
に
、
鄭
玄
が
『
春
秋
』
を
ど
の
解
釋
に
基
づ
い
て
學
び
、
ど
の
立
場
か
ら
議
論
し
た
の
か
を

整
理
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
鄭
玄
が
學
ん
だ
『
春
秋
』
の
解
釋
に
つ
い
て
は
、『
後
漢
書
』
鄭
玄
列
傳
に
以
下
の
よ
う
に
あ
る
。

遂
造
太
學
受
業
、
師
事
京
兆
第
五
元
先
、
始
通
京
氏
易
、
公
羊
春
秋
、
三
統
歷
、
九
章
算
術
。
又
從
東
郡
張
恭
祖
受
周
官
、
禮
記
、

左
氏
春
秋
、
韓
詩
、
古
文
尚
書
。
（
列
傳
二
十
五
・
十
葉
表
）

そ
の
ま
ま
太
學
に
行
っ
て
授
業
を
受
け
、
京
兆
の
第
五
元
先
に
師
事
し
、
初
め
て
『
京
氏
易
』『
春
秋
公
羊
傳
』『
三
統
暦
』
『
九
章

算
術
』
に
通
じ
た
。
更
に
、
東
郡
の
張
恭
祖
に
從
っ
て
『
周
禮
』『
禮
記
』『
春
秋
左
氏
傳
』『
韓
詩
』『
古
文
尚
書
』
を
授
受
さ
れ
た
。

鄭
玄
は
い
わ
ゆ
る
今
文
・
古
文
の
經
傳
を
兩
方
學
ん
で
お
り
、
『
春
秋
』
に
つ
い
て
も
『
公
羊
』
と
『
左
氏
』
が
兩
方
擧
げ
ら
れ
る
。

實
際
、
鄭
玄
の
經
書
解
釋
で
は
、
三
傳
の
ど
れ
か
を
捨
て
る
態
度
を
取
る
こ
と
は
な
い

。
こ
の
態
度
は
「
發
・
箴
・
釋
」
に
も
表
れ
て

（17）

お
り
、
見
や
す
い
例
を
以
下
に
二
つ
擧
げ
る
。

ま
ず
、
僖
公
二
十
一
年
の
秋
、
魯
公
と
宋
公
（
襄
公
）、
楚
子
（
成
王
）、
陳
侯
（
穆
公
）
ら
が
宋
の
雩
に
會
し
た
際
、
楚
君
が
宋
公
を

捕
え
、
十
二
月
に
、
魯
公
が
諸
侯
と
會
し
、
捕
え
て
い
た
宋
公
を
釋
放
し
た

。
『
公
羊
』『
穀
梁
』
と
も
に
楚
君
が
宋
公
を
捕
え
た
こ
と

（18）

を
非
難
す
る
が
、
そ
の
釋
放
に
つ
い
て
は
、『
穀
梁
』
の
み
が
「
不
言
楚
、
不
與
楚
專
釋
也
」
と
し
、
楚
が
勝
手
に
釋
放
し
た
こ
と
を
非

難
す
る
よ
う
に
見
え
る
。
何
・
鄭
の
主
張
が
以
下
で
あ
る
。

〔
廢
疾
〕
春
秋
以
執
之
爲
罪
、
不
以
釋
之
爲
罪
、
責
楚
子
專
釋
、
非
其
理
也
。
公
羊
以
爲
公
會
諸
侯
釋
之
、
故
不
復
出
楚
耳
。
（
『
穀

梁
』
范
寧
注
・
卷
九
・
三
葉
裏
）

〔
廢
疾
〕
『
春
秋
』
で
は
宋
公
を
捕
え
た
こ
と
を
罪
と
し
、
こ
れ
を
釋
放
す
る
こ
と
を
罪
と
は
し
て
い
な
い
の
に
、
（
『
穀
梁
』
が
）
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楚
君
が
勝
手
に
釋
放
し
た
こ
と
を
非
難
す
る
の
は
、
道
理
に
合
わ
な
い
。『
公
羊
』
は
魯
公
が
諸
侯
と
會
し
て
宋
公
を
釋
放
し
た
か

ら
、
も
う
「
楚
」
と
い
う
言
葉
を
出
さ
な
い
ま
で
だ
。

〔
釋
〕
不
與
楚
專
釋
者
、
非
以
責
之
也
。
傳
云
、
外
釋
不
志
、
此
其
志
何
也
。
以
公
之
與
之
盟
日
之
也
。
言
公
與
諸
侯
盟
而
釋
宋
公
、

公
有
功
焉
、
與
公
羊
義
無
違
錯
。
（
同
）

〔
釋
〕「
不
與
楚
專
釋
」
と
い
う
の
は
、
こ
れ
に
よ
っ
て
非
難
す
る
も
の
で
は
な
い
。
『
穀
梁
』
に
は
「
外
で
の
釋
放
は
書
さ
な
い
の

に
、
こ
こ
で
書
さ
れ
て
い
る
の
は
な
ぜ
か
。
魯
公
が
（
諸
國
と
）
盟
し
た
の
で
日
を
書
す
の
だ
」
と
あ
り
、
公
が
諸
侯
と
盟
し
て
宋

公
を
釋
放
し
、
公
が
こ
れ
に
功
が
あ
っ
た
こ
と
を
言
っ
て
い
る
。
よ
っ
て
『
公
羊
』
の
義
と
矛
盾
し
な
い
。

何
休
は
、『
穀
梁
』
は
宋
公
を
釋
放
し
た
こ
と
を
非
難
す
る
と
し
、
こ
の
『
穀
梁
』
説
を
批
判
す
る
。
こ
れ
に
對
し
、
鄭
玄
は
そ
も
そ

も
『
穀
梁
』
の
「
不
與
楚
專
釋
」
は
、
非
難
す
る
言
葉
で
は
な
い
と
す
る
。
後
半
に
「
言
公
與
諸
侯
盟
而
釋
宋
公
」
と
あ
る
よ
う
に
、
鄭

玄
は
「
不
與
」
を
「
～
を
ゆ
る
さ
ず
」
と
し
て
非
難
の
言
葉
と
取
る
の
で
は
な
く
、「
～
と
と
も
に
～
せ
ず
」
の
意
味
に
取
り
、
「
不
與
楚

專
釋
」
を
「
（
魯
公
が
）
楚
君
（
だ
け
）
と
と
も
に
勝
手
に
宋
公
を
釋
放
し
た
の
で
は
な
い
」
と
理
解
す
る

。
こ
の
「
不
與
楚
專
釋
」
の

（19）

解
釋
が
正
し
い
の
か
は
別
に
し
て
、
鄭
玄
が
わ
ざ
わ
ざ
こ
う
解
釋
し
た
理
由
は
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
の
解
釋
に
よ
っ
て
、
末
尾
で
鄭
玄
自

身
が
言
う
よ
う
に
、
『
穀
梁
』
と
『
公
羊
』
が
同
じ
事
柄
に
正
反
對
の
評
價
を
與
え
て
い
る
と
考
え
な
く
て
濟
む
よ
う
に
な
り
、
兩
者
の

矛
盾
を
調
停
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
鄭
玄
の
批
判
は
『
公
羊
』
や
『
穀
梁
』
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
何
休
の
『
穀
梁
』
理
解

に
向
け
ら
れ
て
い
る
。

次
に
、
莊
公
九
年
經
に
「
及
齊
師
戰
于
乾
時
、
我
師
敗
績
」
と
あ
り
、
自
國
の
魯
の
敗
北
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
諱
ま
な
い
。
こ

れ
に
つ
い
て
『
公
羊
』
は
、
乾
時
で
の
齊
と
の
戰
い
は
、
復
讎
の
義
の
あ
る
戰
い
で
あ
る
か
ら
諱
ま
な
い
と
言
う
（
魯
の
莊
公
は
、
父
の
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桓
公
が
齊
の
襄
公
に
殺
さ
れ
た
後
の
君
主
で
あ
り
、
齊
は
仇
敵
と
な
る
）
。
一
方
『
穀
梁
』
は
、
魯
は
子
糾
（
齊
の
襄
公
の
弟
）
を
齊
に

納
れ
る
こ
と
が
出
來
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
に
失
敗
し
た
（
子
糾
よ
り
先
に
齊
に
入
っ
た
小
白
が
桓
公
と
し
て
卽
位
し
て
し
ま
っ
た
）

の
で
あ
り
、
乾
時
の
戰
い
の
敗
北
を
諱
ま
な
い
の
は
こ
の
こ
と
で
魯
を
非
難
す
る
た
め
と
す
る

。
何
・
鄭
の
主
張
が
以
下
で
あ
る
。

（20）

〔
廢
疾
〕
三
年
、
溺
會
齊
師
伐
衞
、
故
貶
而
名
之
。
四
年
、
公
及
齊
人
狩
于
郜
、
故
卑
之
曰
人
。
今
親
納
讎
子
、
反
惡
其
晚
、
恩
義

相
違
、
莫
此
之
甚
。
（
『
穀
梁
』
范
寧
注
・
卷
五
・
十
四
葉
裏
）

〔
廢
疾
〕
莊
公
三
年
に
は
「
溺
は
齊
師
と
會
し
て
衞
を
討
伐
し
た
」
と
あ
り
、
よ
っ
て
貶
め
て
名
（「
溺
」
）
を
書
す
。
四
年
に
は
「
公

は
齊
人
と
郜
で
狩
を
し
た
」
と
あ
り
、
よ
っ
て
こ
れ
を
卑
し
め
て
「
人
」
と
書
す
。
こ
こ
で
は
君
主
が
自
ら
仇
讎
（
齊
）
の
子
を
（
齊

に
王
と
し
て
）
納
れ
、（
本
來
で
あ
れ
ば
そ
の
こ
と
自
體
が
諱
む
こ
と
で
あ
る
は
ず
な
の
に
、）
か
え
っ
て
そ
れ
が
遲
い
こ
と
を
非
難

し
て
い
る
。
恩
義
の
取
り
違
え
が
、
こ
れ
ほ
ど
に
甚
だ
し
い
こ
と
は
な
い
。

〔
釋
〕
於
讎
不
復
、
則
怨
不
釋
、
而
魯
釋
怨
、
屢
會
仇
讎
。
一
貶
其
臣
、
一
卑
其
君
、
亦
足
以
責
魯
臣
子
、
其
餘
則
同
、
不
復
譏
也
。

至
於
伐
齊
納
糾
、
譏
當
可
納
而
不
納
爾
。
此
自
正
義
、
不
相
反
也
。
（
同
）

〔
釋
〕
讎
に
對
し
て
報
復
し
な
け
れ
ば
、
恨
み
は
晴
ら
さ
れ
な
い
の
だ
が
、
魯
は
恨
み
を
解
き
、
し
ば
し
ば
仇
讎
と
會
し
て
い
る
。

一
方
で
そ
の
臣
下
を
貶
め
、
一
方
で
そ
の
君
主
を
卑
し
く
す
れ
ば
、
魯
の
臣
子
を
責
め
る
の
に
は
十
分
で
あ
っ
て
、
そ
の
他
は
同
じ

で
あ
る
か
ら
、
も
う
二
度
と
非
難
す
る
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。
「
伐
齊
納
糾
」
に
つ
い
て
は
、
た
だ
（
子
糾
を
）
納
れ
る
こ
と
が

で
き
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
納
れ
な
か
っ
た
と
い
う
行
爲
だ
け
を
非
難
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
も
正
し
い
義
で
あ
り
、
兩
者
が
相
反
す

る
わ
け
で
は
な
い
。

何
休
の
言
う
莊
公
三
年
・
四
年
の
例
は
、
仇
敵
の
齊
と
通
じ
る
行
爲
で
あ
る
か
ら
、
非
難
の
對
象
と
な
る
。
何
休
は
、
本
條
も
そ
の
例
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と
同
じ
で
非
難
す
る
べ
き
内
容
で
あ
る
の
に
、『
穀
梁
』
は
子
糾
を
齊
に
納
れ
る
の
が
遲
れ
た
こ
と
を
責
め
る
の
で
お
か
し
い
と
言
う
わ

け
だ
。
こ
れ
に
對
し
て
鄭
玄
は
、
『
公
羊
』
の
唱
え
る
復
讎
の
義
そ
の
も
の
は
否
定
し
な
い
の
だ
が
、
そ
の
罪
は
既
に
責
め
ら
れ
て
い
る

か
ら
、
こ
こ
で
は
そ
れ
と
は
別
に
子
糾
の
件
を
責
め
た
も
の
と
す
る
。
鄭
玄
は
最
後
に
『
公
羊
』『
穀
梁
』
の
義
は
相
反
し
な
い
と
述
べ
、

や
は
り
『
公
羊
』
説
自
體
は
否
定
し
な
い
。

鄭
玄
『
六
藝
論
』
の
「
左
氏
善
於
禮
、
公
羊
善
於
讖
、
穀
梁
善
於
經
」
（
『
穀
梁
疏
』
序
・
一
葉
裏
）
と
い
う
言
葉
に
象
徵
さ
れ
る
よ
う

に
、
鄭
玄
は
三
傳
の
う
ち
ど
れ
か
を
否
定
す
る
態
度
は
取
ら
な
い
。
間
嶋
潤
一
は
、
鄭
玄
は
『
春
秋
』
の
秩
序
理
念
を
禮
（
禮
序
規
範
）

と
相
卽
に
と
ら
え
て
お
り
、『
春
秋
』
や
そ
の
三
傳
を
禮
秩
序
の
究
明
の
た
め
の
材
料
と
し
て
用
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
が

、
こ
の
鄭
玄

（21）

の
意
圖
が
『
春
秋
』
三
傳
へ
の
態
度
に
繫
が
る
と
考
え
ら
れ
る
。

「
發
・
箴
・
釋
」
に
お
け
る
鄭
玄
の
批
判
の
矛
先
は
、
基
本
的
に
は
何
休
説
に
向
け
ら
れ
、
三
傳
の
ど
れ
か
に
は
向
け
ら
れ
な
い
。
鄭

玄
列
傳
に
「
發
・
箴
・
釋
」
に
よ
っ
て
古
文
學
が
明
ら
か
に
な
っ
た
と
あ
る
が
、
こ
れ
は
あ
く
ま
で
結
果
で
あ
っ
て
、
鄭
玄
が
今
文
の
『
公

羊
』
を
否
定
す
る
た
め
に
「
發
・
箴
・
釋
」
を
著
し
た
と
は
言
い
難
い
。
こ
れ
が
「
發
・
箴
・
釋
」
の
基
本
的
な
態
度
と
言
え
る
。

一
－
二
、
何
休
と
鄭
玄
の
議
論
の
典
型
例

で
は
、
前
節
で
述
べ
た
『
春
秋
』
三
傳
へ
の
態
度
の
も
と
、「
發
・
箴
・
釋
」
で
鄭
玄
は
何
休
の
主
張
を
ど
の
よ
う
に
理
解
し
、
反
論

を
組
み
立
て
る
の
だ
ろ
う
か
。
以
下
、
議
論
の
流
れ
が
見
や
す
い
典
型
例
を
二
つ
擧
げ
る
。

襄
公
十
一
年
、
魯
に
は
も
と
も
と
上
・
下
の
二
軍
し
か
な
く
、
季
武
子
が
中
軍
を
作
り
、
三
軍
の
體
勢
に
し
た
が
、
昭
公
五
年
に
な
る

と
中
軍
を
廢
止
し
た
。
『
公
羊
』
昭
公
五
年
は
、
中
軍
の
廢
止
は
復
古
と
し
て
評
價
す
る
が
（
「
舍
中
軍
者
何
。
復
古
也
」
）
、『
左
氏
』
昭
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公
五
年
は
こ
の
決
定
が
家
臣
の
專
橫
に
出
た
こ
と
を
批
判
す
る
（
「
舍
中
軍
、
卑
公
室
也
」
）。
以
上
を
踏
ま
え
、
何
・
鄭
は
襄
公
十
一
年

の
「
作
中
軍
」
を
以
下
の
よ
う
に
議
論
す
る
。

〔
膏
肓
〕
左
氏
説
云
、
尊
公
室
、
休
以
爲
與
舍
中
軍
義
同
、
於
義
左
氏
爲
短
。（
『
左
傳
正
義
』
卷
三
十
一
・
十
五
葉
裏
）

〔
膏
肓
〕『
左
氏
』
説
は
（
三
軍
創
設
は
）「
公
室
の
地
位
を
尊
ん
だ
」
と
言
う
が
、
私
が
考
え
る
に
、
こ
れ
で
は
（
三
軍
創
設
が
）

「
舍
中
軍
」
の
解
釋
（
『
公
羊
』
昭
公
五
年
「
舍
中
軍
者
何
。
復
古
也
」）
と
同
じ
に
な
っ
て
お
り
、
義
に
於
い
て
『
左
氏
』
の
劣
る

所
で
あ
る
。

〔
箴
〕
左
氏
傳
云
、
作
三
軍
、
三
分
公
室
、
各
有
其
一
、
謂
三
家
始
專
兵
甲
、
卑
公
室
。
云
、
左
氏
説
者
尊
公
室
、
失
左
氏
意
遠
矣
。

（
同
）

〔
箴
〕『
左
氏
』
に
「
三
軍
を
創
設
し
、
公
室
の
所
有
す
る
軍
を
三
分
割
し
、（
三
桓
氏
が
）
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
三
分
の
一
を
得
る
」
と

あ
り
、
こ
れ
は
（
三
軍
を
創
設
し
た
こ
と
で
）
三
桓
氏
が
初
め
て
軍
事
を
獨
裁
し
、
公
室
の
地
位
を
貶
め
た
こ
と
を
指
す
。
（
何
休

は
）「
『
左
氏
』
説
で
は
三
軍
創
設
は
公
室
の
地
位
を
尊
ぶ
と
す
る
」
と
言
う
が
、
こ
れ
は
『
左
氏
』
の
意
を
ひ
ど
く
失
っ
て
い
る
。

何
休
に
よ
れ
ば
、『
左
氏
』
で
は
「
作
三
軍
」
の
評
價
が
「
尊
公
室
」
だ
が
、
こ
れ
で
は
何
休
が
基
づ
く
『
公
羊
』
の
昭
公
五
年
で
「
舍

中
軍
」
の
評
價
を
「
復
古
也
」
と
す
る
こ
と
と
同
じ
く
褒
め
る
も
の
に
な
り
、『
左
氏
』
で
三
軍
を
作
る
の
と
捨
て
る
の
と
が
同
じ
評
價

に
な
っ
て
し
ま
う
と
し
て
批
判
し
た
。
こ
の
何
休
の
主
張
は
、『
左
氏
』
で
は
「
作
三
軍
」
を
「
尊
公
室
」
と
す
る
と
い
う
想
定
が
出
發

點
と
な
っ
て
い
て
、
そ
の
根
據
は
『
左
氏
』
昭
公
五
年
で
「
舍
中
軍
」
を
「
卑
公
室
」
と
評
價
す
る
か
ら
、
襄
公
十
一
年
の
「
作
三
軍
」

は
そ
の
逆
に
な
る
は
ず
と
い
う
點
に
あ
る
。
た
だ
、『
左
氏
』
襄
公
十
一
年
が
「
作
三
軍
」
は
「
尊
公
室
」
で
あ
る
と
は
っ
き
り
説
く
わ

け
で
は
な
い
。
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そ
し
て
、
鄭
玄
が
問
題
視
し
た
の
が
ま
さ
に
こ
の
點
で
あ
っ
た
。
鄭
玄
は
、
そ
も
そ
も
『
左
氏
』
も
「
作
三
軍
」
が
家
臣
の
專
橫
に
出

る
點
で
非
難
の
對
象
に
な
る
と
し
、
何
休
の
議
論
の
出
發
點
を
崩
そ
う
と
し
た
。
こ
の
鄭
説
で
は
、『
左
氏
』
に
お
い
て
、「
作
三
軍
」
と

「
舍
中
軍
」
に
對
す
る
評
價
が
と
も
に
惡
と
な
る
が
、
こ
れ
は
特
に
問
題
が
な
い
。
『
左
傳
正
義
』
が
「
作
三
軍
と
舍
中
軍
と
は
、
い
ず

れ
も
も
と
の
や
り
方
を
改
變
し
、
公
室
を
弱
め
、
貶
め
る
も
の
で
、
季
氏
が
國
の
權
力
を
乘
っ
取
り
、
勝
手
に
改
め
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、

史
官
が
特
別
に
經
に
書
し
た
の
だ
」、
ま
た
「
作
中
軍
は
公
室
を
貶
め
る
こ
と
が
徐
々
に
進
ん
だ
も
の
で
、
舍
中
軍
は
公
室
を
貶
め
る
こ

と
の
極
み
で
あ
る
」
と
い
う
よ
う
に

、
兩
者
と
も
に
政
策
決
定
が
臣
下
の
專
橫
に
出
て
い
る
點
に
お
い
て
非
難
の
對
象
に
な
る
と
考
え

（22）

れ
ば
よ
い
か
ら
で
あ
る

。
こ
の
例
は
、
鄭
玄
が
何
休
の
主
張
の
立
脚
點
を
と
ら
え
、
そ
の
點
に
お
い
て
何
休
に
誤
解
が
あ
る
と
主
張
す

（23）

る
こ
と
で
、
何
休
説
を
崩
そ
う
と
し
た
も
の
と
言
え
る
。

次
に
、
莊
公
四
年
、
齊
の
襄
公
が
紀
國
を
滅
ぼ
し
た
事
件
を
、
經
は
「
紀
侯
大
去
其
國
」
と
書
す

。
こ
れ
に
つ
い
て
『
公
羊
』
は
、

（24）

襄
公
が
紀
國
を
滅
ぼ
し
た
の
は
復
讎
の
た
め
で
あ
り
、
襄
公
を
賢
で
あ
る
と
示
す
た
め
、「
滅
」
で
は
な
く
「
大
去
」
と
い
う
言
葉
を
使

っ
た
と
説
明
す
る

。
一
方
『
穀
梁
』
は
、
襄
公
に
滅
ぼ
さ
れ
た
紀
國
の
民
が
、
紀
侯
を
慕
っ
て
み
な
國
を
去
っ
た
こ
と
を
「
大
去
」
に

（25）

よ
っ
て
表
す
と
し
、
こ
こ
で
「
滅
」
の
語
を
使
わ
な
い
の
は
、
小
人
で
あ
る
襄
公
が
賢
者
で
あ
る
紀
侯
を
「
滅
」
ぼ
し
た
と
言
う
の
を
避

け
る
た
め
で
あ
る
と
す
る

。
（26）

〔
廢
疾
〕
春
秋
、
楚
世
子
商
臣
弒
其
君
、
其
後
滅
江
六
、
不
言
大
去
。
又
大
去
者
、
於
齊
滅
之
不
明
。
但
知
不
使
小
人
加
乎
君
子
而

不
言
滅
、
縱
失
襄
公
之
惡
、
反
爲
大
失
也

。
（
『
穀
梁
』
范
寧
注
・
卷
五
・
八
葉
裏
）

（27）

〔
廢
疾
〕『
春
秋
』
に
「
楚
の
世
子
の
商
臣
（
穆
王
）
が
そ
の
君
主
（
成
王
）
を
弒
し
た
」（
文
公
元
年
）
と
あ
り
、
そ
の
後
に
江
と

六
國
を
滅
ぼ
し
た
（
文
公
四
年
・
五
年
）
が
、（
ど
ち
ら
も
小
人
が
君
子
を
殺
し
た
例
な
の
に
）「
大
去
」
と
は
言
わ
な
い
。
ま
た
「
大
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去
」
と
言
う
と
、
齊
が
滅
ぼ
し
た
と
い
う
こ
と
が
分
か
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
た
だ
（
『
穀
梁
』
は
）
小
人
を
君
子
よ
り
上
位
に

置
か
な
い
の
で
「
滅
」
と
言
わ
な
い
と
す
る
が
、
こ
れ
で
は
襄
公
の
惡
を
許
し
て
消
し
去
る
こ
と
と
な
り
、
か
え
っ
て
大
い
に
誤
り

と
な
る
と
分
か
る
。

〔
釋
〕
商
臣
弒
其
父
、
大
惡
也
、
不
得
但
爲
小
人
。
江
六
之
君
、
又
無
紀
侯
得
民
之
賢
、
不
得
變
滅
言
大
去
也
。
元
年
冬
、
齊
師
遷

紀
、
三
年
、
紀
季
以
酅
入
于
齊
、
今
紀
侯
大
去
其
國
、
是
足
起
齊
滅
之
矣
。
卽
以
變
滅
言
大
去
爲
縱
失
襄
公
之
惡
、
是
乃
經
也
、
非

傳
也
。
且
春
秋
因
事
見
義
、
舍
此
以
滅
人
爲
罪
者
自
多
矣
。（
同
）

〔
釋
〕
商
臣
は
父
を
弒
し
た
の
で
あ
り
、
ひ
ど
い
惡
な
の
で
、
た
だ
「
小
人
」
と
は
言
え
な
い
。
江
・
六
國
の
君
主
は
、
紀
侯
が
民

心
を
得
た
よ
う
な
賢
さ
は
な
か
っ
た
の
で
、
「
滅
」
を
變
え
て
「
大
去
」
と
言
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
莊
公
元
年
に
「
冬
、
齊
師
遷

紀
」、
三
年
に
「
紀
季
以
酅
入
于
齊
」
、
そ
し
て
こ
こ
に
「
紀
侯
大
去
其
國
」
と
あ
る
の
で
、
齊
が
滅
ぼ
し
た
こ
と
を
想
起
さ
せ
る
に

は
十
分
だ
。
た
と
え
（
何
休
が
い
う
よ
う
に
）「
滅
」
を
變
え
て
「
大
去
」
と
言
う
こ
と
で
、
襄
公
の
惡
が
許
さ
れ
て
消
え
て
い
る

と
し
て
も
、
（
そ
の
記
法
を
取
っ
た
の
は
）『
春
秋
』
經
文
で
あ
っ
て
、
『
穀
梁
』
で
は
な
い
。
ま
た
『
春
秋
』
は
出
來
事
に
よ
っ
て

義
を
示
す
も
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
ち
ら
を
切
り
捨
て
て
人
を
滅
ぼ
す
こ
と
を
罪
と
す
る
こ
と
が
自
然
と
多
く
な
る
の
だ
。

何
休
は
三
つ
の
根
據
を
擧
げ
て
『
穀
梁
』
の
解
釋
を
批
判
す
る
。
一
つ
は
、
文
公
元
年
・
四
年
・
五
年
の
例
を
引
き
合
い
に
出
し
、『
穀

梁
』
の
解
釋
で
は
、
こ
の
三
例
と
本
條
は
同
樣
の
事
象
（
小
人
が
君
子
を
殺
し
た
例
）
で
あ
る
の
に
、
三
例
で
は
「
大
去
」
と
書
さ
な
い

こ
と
。
二
つ
は
、「
大
去
」
の
書
法
で
は
、
齊
が
滅
ぼ
し
た
こ
と
が
分
か
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
。
三
つ
は
、『
穀
梁
』
は
襄

公
を
小
人
と
示
し
た
い
の
に
、
「
大
去
」
の
書
法
で
は
、
襄
公
の
惡
が
か
え
っ
て
示
さ
れ
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
れ
に
對
し
て
鄭
玄
は
、
ま
ず
、
文
公
元
年
・
四
年
・
五
年
の
例
と
こ
の
事
件
の
相
違
點
を
擧
げ
、
同
じ
記
法
を
取
ら
な
い
理
由
と
す
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る
。
次
に
、
滅
ぼ
し
た
主
體
が
齊
で
あ
る
こ
と
は
、
莊
公
元
年
・
三
年
か
ら
續
く
一
連
の
事
件
の
伏
線
を
見
れ
ば
明
ら
か
と
す
る
。
最
後

に
、
「
大
去
」
の
書
法
で
は
滅
亡
さ
せ
た
主
體
が
明
ら
か
に
さ
れ
な
い
と
い
う
何
休
の
批
判
に
對
し
、
そ
の
批
判
は
『
春
秋
』
經
文
に
向

か
う
べ
き
も
の
で
、『
穀
梁
』
の
問
題
で
は
な
い
と
す
る
。
鄭
玄
説
の
末
尾
の
言
葉
が
分
か
り
に
く
い
が
、『
春
秋
』
は
出
來
事
を
も
と
に

義
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
一
つ
の
出
來
事
に
多
く
の
義
を
込
め
る
の
は
難
し
い
か
ら
、
襄
公
の
惡
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
捨
て
、
人
を

滅
ぼ
し
た
こ
と
を
罪
と
し
た
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。
こ
の
例
で
は
、
何
休
の
主
張
の
根
據
を
把
握
し
た
上
で
、
そ
の
一
つ
一
つ
に
反
論
し

て
い
く
鄭
玄
の
主
張
が
窺
え
る
。

こ
の
二
例
を
見
る
と
、
何
休
が
常
に
『
公
羊
』
を
尊
重
し
、『
公
羊
』
と
異
な
る
内
容
を
持
つ
『
左
氏
』『
穀
梁
』
の
説
は
全
て
批
判
す

る
態
度
を
取
る
の
に
對
し
、
鄭
玄
は
何
休
の
主
張
の
根
據
と
立
脚
點
を
一
つ
ず
つ
把
握
し
、
そ
の
根
據
を
突
き
崩
す
よ
う
な
反
論
を
試
み

る
こ
と
が
分
か
る
。
た
だ
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
昭
公
五
年
で
は
「
舍
中
軍
」
を
善
と
す
る
か
否
か
と
い
う
『
公
羊
』
と
『
左
氏
』
の
大
き

な
對
立
に
つ
い
て
論
ず
る
こ
と
は
な
く
、
莊
公
四
年
で
も
「
復
讎
は
是
認
さ
れ
る
の
か
」
と
い
う
大
き
な
對
立
に
は
踏
み
込
ま
な
い

。「
發

（28）

・
箴
・
釋
」
に
つ
い
て
、
加
賀
榮
治
が
「
期
待
す
る
よ
う
な
「
春
秋
經
傳
」
の
性
格
に
迫
り
、
そ
れ
に
も
と
づ
く
明
確
・
痛
烈
な
反
駁
は

あ
ま
り
見
ら
れ
な
い
」
と
述
べ
る
の
も
、
も
っ
と
も
で
は
あ
る

。
こ
う
し
た
鄭
玄
の
解
釋
の
傾
向
が
持
つ
意
味
に
つ
い
て
は
、
次
章
で

（29）

鄭
玄
の
『
春
秋
』
解
釋
を
詳
し
く
讀
解
し
た
の
ち
、
改
め
て
末
尾
で
論
じ
る
こ
と
と
す
る
。
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二
、『
發
墨
守
』『
箴
膏
肓
』『
釋
廢
疾
』
と
鄭
玄
の
經
書
解
釋

こ
れ
ま
で
、
鄭
玄
の
經
書
解
釋
の
特
質
に
つ
い
て
の
硏
究
は
さ
ま
ざ
ま
な
角
度
か
ら
試
み
ら
れ
て
き
た
。
そ
の
代
表
的
な
成
果
と
し
て
、

池
田
秀
三
は
、
鄭
玄
の
經
書
解
釋
は
「
複
合
的
思
考
法
」
と
呼
べ
る
も
の
で
、
こ
れ
は
あ
る
問
題
を
論
じ
る
時
に
、
關
連
す
る
要
素
を
で

き
る
だ
け
多
く
取
り
込
み
、
そ
れ
ら
を
竝
存
さ
せ
る
論
理
を
構
築
し
よ
う
と
い
う
立
場
で
あ
る
と
す
る
。
そ
し
て
、
單
一
化
思
考
（
で
き

る
だ
け
要
件
を
絞
り
込
み
、
議
論
を
單
純
化
す
る
立
場
）
を
取
る
の
が
何
休
で
、
鄭
玄
の
何
休
批
判
は
こ
の
思
考
傾
向
の
相
違
に
よ
る
も

の
と
す
る

。
（30）

ま
た
、
喬
秀
岩
は
、
鄭
玄
の
解
釋
法
は
「
隨
文
求
義
」
を
原
理
と
し
、
こ
れ
は
上
下
の
經
文
の
文
脈
や
構
造
關
係
を
仔
細
に
檢
討
し
、

そ
の
構
造
に
基
づ
い
て
經
文
を
解
釋
す
る
こ
と
、
よ
っ
て
鄭
玄
に
よ
る
字
句
の
解
釋
に
は
一
定
の
常
訓
が
な
い
こ
と
を
指
摘
す
る
。
そ
し

て
こ
の
「
隨
文
求
義
」
を
第
一
原
理
、『
周
禮
』
を
中
心
に
禮
學
理
論
を
體
系
化
す
る
こ
と
を
第
二
原
理
と
し
、
鄭
玄
の
學
問
は
こ
の
二

つ
の
原
理
に
則
る
と
す
る

。
（31）

「
發
・
箴
・
釋
」
に
は
、
こ
う
し
た
鄭
玄
の
經
書
解
釋
の
全
體
的
な
傾
向
を
考
え
る
上
で
示
唆
に
富
む
條
が
い
く
つ
か
あ
る
。
こ
こ
で

は
、
そ
の
う
ち
鄭
玄
が
禮
制
度
の
體
系
を
復
元
す
る
例
と
、「
辭
同
事
異
」
の
解
釋
法
に
着
目
し
、
詳
し
く
考
察
す
る
。

二
－
一
、
鄭
玄
に
よ
る
『
春
秋
』
を
用
い
た
禮
制
構
築

文
公
五
年
經
に
「
王
使
榮
叔
歸
含
且
賵
」
と
あ
る
。
こ
れ
は
、
周
王
が
成
風
（
魯
の
僖
公
の
母
）
の
葬
儀
の
た
め
に
榮
叔
を
使
い
と
し
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て
魯
に
含
（
死
者
の
口
に
含
ま
せ
る
玉
）
と
賵
（
埋
葬
の
時
に
使
う
車
馬
）
を
送
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
『
左
氏
』
は
「
禮
也
」

と
言
い
、『
公
羊
』
は
「
兼
之
、
非
禮
也
」
と
言
う
。
何
・
鄭
の
主
張
が
以
下
で
あ
る
。

〔
膏
肓
〕
禮
、
尊
不
含
卑
、
又
不
兼
二
禮
。
左
氏
以
爲
禮
、
於
義
爲
短
。（
『
左
傳
正
義
』
卷
十
九
・
一
葉
裏
）

〔
膏
肓
〕
禮
で
は
、
身
分
の
高
い
者
が
低
い
者
に
對
し
て
含
を
贈
る
こ
と
は
な
く
、
ま
た
一
人
の
使
者
が
二
禮
を
兼
ね
る
こ
と
も
な

い
。
左
氏
は
こ
れ
を
禮
と
す
る
が
、
こ
れ
は
義
に
お
い
て
劣
る
。

〔
箴
〕
禮
、
天
子
於
二
王
後
之
喪
、
含
爲
先
、
襚
次
之
、
賵
次
之
、
賻
次
之
。
於
諸
侯
、
含
之
、
賵
之
、
小
君
亦
如
之
。
於
諸
侯
臣
、

襚
之
。
諸
侯
相
於
、
如
天
子
於
二
王
後
。
於
卿
大
夫
、
如
天
子
於
諸
侯
。
於
士
、
如
天
子
於
諸
侯
臣
。
何
休
云
尊
不
含
卑
、
是
違
禮
、

非
經
意
。
其
一
人
兼
歸
二
禮
、
亦
是
爲
譏
。
（
同
）

〔
箴
〕
禮
で
は
、
天
子
は
夏
・
殷
の
後
裔
の
喪
に
對
し
て
、
含
を
最
初
に
贈
り
、
襚
（
遺
體
に
着
せ
る
服
）
を
次
に
、
賵
を
次
に
、

賻
（
財
物
）
を
次
に
贈
る
。
諸
侯
に
對
し
て
は
、
含
・
賵
を
贈
り
、
小
君
の
場
合
も
同
樣
で
あ
る
。
諸
侯
の
家
臣
に
對
し
て
は
、
襚

を
贈
る
。
諸
侯
が
諸
侯
に
對
す
る
時
は
、
天
子
が
夏
・
殷
の
後
裔
に
對
す
る
の
と
同
樣
で
あ
る
。（
諸
侯
が
）
卿
大
夫
に
對
し
て
は
、

天
子
が
諸
侯
に
對
す
る
の
と
同
樣
で
あ
る
。
（
諸
侯
が
）
士
に
對
し
て
は
、
天
子
が
諸
侯
の
家
臣
に
對
す
る
の
と
同
樣
で
あ
る
。
何

休
が
「
尊
者
は
卑
者
に
含
を
贈
ら
な
い
」
と
す
る
の
は
禮
に
合
わ
ず
、
經
の
義
で
は
な
い
。
こ
こ
で
一
人
が
兼
ね
て
二
禮
を
贈
る
の

は
、
非
難
の
對
象
と
な
る
。

何
休
の
批
判
は
二
點
あ
る
。
一
つ
は
、
尊
者
か
ら
卑
者
に
含
を
贈
る
禮
は
な
い
の
に
、
『
左
氏
』
は
禮
と
す
る
點
。
二
つ
は
、
一
人
の

使
者
が
二
つ
の
禮
を
兼
ね
て
行
っ
て
は
な
ら
な
い
の
に
『
左
氏
』
は
禮
と
す
る
點
で
あ
る
。
鄭
玄
は
、
一
點
目
に
對
し
、『
禮
記
』
雜
記

上
か
ら
、
含
・
襚
・
賵
・
賻
が
尊
者
か
ら
卑
者
に
も
贈
ら
れ
る
こ
と
を
示
し
、
禮
に
違
反
し
な
い
と
す
る
。
こ
こ
で
鄭
玄
が
示
し
た
禮
制
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を
「
弔
問
を
送
る
側
→
受
け
る
側
（
贈
品
）
」
の
形
で
示
す
と
、「
天
子
→
夏
・
殷
の
後
裔
（
含
・
襚
・
賵
・
賻
）
」
、
「
天
子
→
諸
侯
（
含

・
賵
）」
、「
天
子
→
小
國
の
君
主
（
含
・
賵
）
」
、「
天
子
→
諸
侯
の
家
臣
（
襚
）」
、「
諸
侯
→
諸
侯
（
含
・
襚
・
賵
・
賻
）
」
、
「
諸
侯
→
卿
大

夫
（
含
・
賵
）
」
、「
諸
侯
→
士
（
襚
）
」
と
な
る
。
た
だ
、
『
禮
記
』
雜
記
上
で
は
「
含
・
襚
・
賵
・
賻
」
の
四
つ
の
禮
の
手
順
が
示
さ
れ

る
だ
け
で
、
こ
こ
で
鄭
玄
が
言
う
身
分
別
に
秩
序
付
け
ら
れ
た
禮
の
存
在
が
『
禮
記
』
雜
記
上
に
明
記
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。

こ
こ
で
鄭
玄
が
構
築
し
た
禮
制
の
根
據
は
、『
禮
記
』
雜
記
上
に
「
含
・
襚
・
賵
・
賻
」
の
四
つ
の
禮
の
手
順
が
示
さ
れ
る
こ
と
と
、『
左

氏
』
文
公
五
年
で
「
天
子
が
諸
侯
（
正
確
に
は
諸
侯
の
母
）
に
含
・
賵
を
贈
っ
た
」
こ
と
の
二
點
し
か
な
い
。
つ
ま
り
、
葬
儀
の
際
に
、

尊
者
か
ら
卑
者
に
贈
る
物
と
し
て
の
最
上
の
禮
が
「
含
・
襚
・
賵
・
賻
」
で
あ
る
と
想
定
し
、
う
ち
天
子
か
ら
諸
侯
に
贈
る
實
例
が
「
含

・
賵
」
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
他
の
場
合
を
禮
學
的
な
等
級
付
け
の
觀
念
か
ら
類
推
し
埋
め
た
も
の
と
言
え
る

。
（32）

そ
し
て
何
休
の
批
判
の
二
點
目
に
對
し
て
は
、
鄭
玄
は
何
休
の
主
張
を
認
め
、
非
禮
と
す
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
賈
逵
・
服
虔
も
同
樣

に
非
禮
で
あ
る
と
し
、
後
漢
の
左
傳
家
の
間
で
も
特
に
意
見
の
相
違
は
な
い
よ
う
だ

。
結
局
、
鄭
玄
の
結
論
は
、『
左
氏
』
の
「
禮
也
」

（33）

は
尊
者
が
卑
者
に
含
を
贈
っ
た
行
爲
を
指
し
、『
公
羊
』
の
「
非
禮
也
」
は
一
人
の
使
者
が
二
禮
を
兼
ね
た
行
爲
を
指
す
か
ら
、
兩
者
は

矛
盾
し
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
一
見
矛
盾
す
る
『
左
氏
』
と
『
公
羊
』
は
、
實
は
指
す
對
象
が
異
な
る
と
解
釋
し
て
筋
を

通
す
わ
け
だ
。

同
じ
く
禮
制
を
構
築
す
る
例
と
し
て
、
『
左
氏
』
宣
公
五
年
秋
、
齊
の
大
夫
で
あ
る
高
固
が
、
魯
の
叔
姬
と
婚
姻
し
、
冬
に
な
る
と
高

固
が
馬
を
返
し
に
來
た
と
記
さ
れ
る

。
こ
れ
に
つ
い
て
の
何
・
鄭
の
議
論
が
以
下
で
あ
る
。

（34）

〔
膏
肓
〕
禮
無
反
馬
、
而
左
氏
以
爲
得
禮
。
禮
、
婦
人
謂
嫁
曰
歸
、
明
無
大
故
、
不
反
於
家
。
經
書
高
固
及
子
叔
姬
來
、
故
譏
乘
行

匹
至
也
。（
『
儀
禮
疏
』
卷
四
・
十
一
葉
表

）
（35）
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〔
膏
肓
〕
禮
に
「
反
馬
」
の
規
則
は
な
い
の
に
、『
左
氏
』
で
は
禮
に
合
う
と
す
る
。
禮
で
は
、
婦
人
が
嫁
ぐ
こ
と
を
「
歸
」
と
呼

ぶ
が
、
こ
れ
は
親
族
の
物
故
が
な
い
限
り
は
舊
家
に
は
戻
ら
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。『
春
秋
』
經
文
は
「
高
固
と
叔
姬
が
來

た
」
と
書
す
か
ら
、
叔
姬
が
魯
に
行
く
こ
と
に
乘
じ
て
高
固
も
共
に
來
た
こ
と
を
非
難
し
た
の
だ
。

〔
箴
〕
冠
義
云
、
無
大
夫
冠
禮
、
而
有
其
昏
禮
、
則
昏
禮
者
、
天
子
諸
侯
大
夫
皆
異
也
。
士
昏
禮
云
、
主
人
爵
弁
、
纁
裳
、
緇
袘
、

從
者
玄
端
、
乘
墨
車
、
從
車
二
乘
、
執
燭
前
馬
。
婦
車
亦
如
之
、
有
裧
、
此
婦
車
出
於
夫
家
、
則
士
妻
始
嫁
乘
夫
家
之
車
也
。
詩
鵲

巢
云
、
之
子
于
歸
、
百
兩
御
之
、
又
云
、
之
子
于
歸
、
百
兩
將
之
。
將
、
送
也
、
國
君
之
禮
、
夫
人
始
嫁
、
自
乘
其
家
之
車
也
。
何

彼
襛
矣
篇
曰
、
曷
不
肅
雍
、
王
姬
之
車
、
言
齊
侯
嫁
女
、
以
其
母
王
姬
始
嫁
之
車
遠
送
之
。
則
天
子
諸
侯
嫁
女
、
留
其
乘
車
可
知
也
。

高
固
、
大
夫
也
。
來
反
馬
、
則
大
夫
亦
留
其
車
也
。
禮
雖
散
亡
、
以
詩
之
義
論
之
、
大
夫
以
上
、
其
嫁
皆
有
留
車
反
馬
之
禮
。
留
車
、

妻
之
道
也
。
反
馬
、
婿
之
義
也
。
高
固
以
秋
九
月
來
逆
叔
姬
、
冬
來
反
馬
、
則
婦
人
三
月
祭
行
、
乃
反
馬
、
禮
也
。
（36）

〔
箴
〕
『
禮
記
』
冠
義
に
「
大
夫
に
は
冠
禮
は
な
い
が
昏
禮
は
あ
る
」
と
あ
る
か
ら
、
昏
禮
は
、
天
子
・
諸
侯
・
大
夫
で
み
な
異
な

る
こ
と
が
分
か
る
。『
儀
禮
』
士
昏
禮
に
は
「
主
人
は
爵
弁
・
纁
裳
・
緇
袘
を
着
て
、
從
者
は
玄
端
（
黑
の
上
着
）
を
着
て
墨
車
（
黑

い
車
）
に
乘
り
、
從
者
の
車
は
二
乘
で
、
馬
の
前
で
燈
火
を
持
た
せ
る
。
婦
人
の
車
も
同
じ
よ
う
に
し
、
裧
（
布
の
帳
）
で
車
を
覆

う
」
と
あ
り
、
こ
れ
は
婦
人
の
車
が
夫
の
家
を
出
る
と
、
そ
こ
で
士
の
妻
は
初
め
て
嫁
ぐ
こ
と
に
な
り
、
夫
の
家
の
車
に
乘
る
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
『
詩
』
鵲
巢
に
は
「
之
子
于
歸
、
百
兩
御
之
（
こ
の
子
が
嫁
ぐ
時
、
百
兩
の
車
で
迎
え
る
）
」、「
之
子
于
歸
、
百
兩

將
之
（
こ
の
子
が
嫁
ぐ
時
、
百
兩
の
車
で
送
る
）」
と
あ
る
。「
將
」
は
「
送
」
の
意
。
國
君
の
禮
で
は
、
夫
人
が
初
め
て
嫁
ぐ
時
、

自
ら
そ
の
家
の
車
に
乘
る
。『
詩
』
何
彼
襛
矣
に
は
「
曷
不
肅
雍
、
王
姬
之
車
（
ど
う
し
て
愼
ま
し
や
か
で
な
い
こ
と
が
あ
ろ
う
か
、

王
姬
の
車
が
）」
と
あ
り
、
齊
侯
が
娘
を
嫁
が
せ
る
時
、
そ
の
母
の
王
姬
が
初
め
て
嫁
い
で
き
た
時
の
車
で
遠
く
ま
で
送
っ
た
と
述
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べ
る
。
つ
ま
り
、
天
子
・
諸
侯
が
娘
を
嫁
が
せ
る
時
、
そ
の
乘
っ
て
行
っ
た
車
を
向
こ
う
に
留
め
て
お
く
こ
と
が
分
か
る
。
高
固
は

大
夫
で
あ
り
、
來
て
馬
を
返
し
た
と
い
う
こ
と
は
、
大
夫
も
ま
た
そ
の
車
を
留
め
て
お
く
と
分
か
る
。
禮
は
散
佚
し
た
が
、
『
詩
』

の
義
か
ら
論
じ
れ
ば
、
大
夫
以
上
の
身
分
に
は
、
そ
の
娘
が
嫁
ぐ
時
に
い
ず
れ
も
留
車
・
反
馬
の
禮
が
あ
る
と
分
か
る
。
留
車
は
妻

の
道
で
、
反
馬
は
婿
の
義
で
あ
る
。
高
固
は
秋
九
月
に
來
て
叔
姬
を
迎
え
、
冬
に
來
て
馬
を
返
し
た
か
ら
、
婦
人
は
三
ヶ
月
で
祭
祀

を
行
い
、
そ
こ
で
初
め
て
馬
を
返
し
た
こ
と
は
、
禮
で
あ
る
。

何
・
鄭
と
も
に
、
こ
の
一
連
の
出
來
事
を
、
高
固
・
叔
姬
が
乘
っ
て
行
っ
た
車
馬
は
先
方
の
家
に
留
め
て
お
き
（
留
車
）
、
後
に
車
馬

を
返
し
に
き
た
（
反
馬
）
と
理
解
し
た
よ
う
だ
。
そ
し
て
何
休
は
、
そ
も
そ
も
反
馬
の
禮
は
な
い
と
い
う
立
場
を
取
る
。
こ
れ
は
婚
姻
に

關
す
る
禮
を
考
え
る
上
で
最
も
基
礎
的
な
資
料
と
さ
れ
る
『
儀
禮
』
士
昏
禮
に
、
反
馬
の
禮
に
關
す
る
記
述
が
な
い
と
い
う
こ
と
が
念
頭

に
あ
ろ
う
。

こ
れ
に
對
し
鄭
玄
は
、
ま
ず
士
昏
禮
に
「
車
」
の
記
載
が
あ
る
こ
と
を
示
す
。
次
に
『
詩
』
召
南
・
鵲
巢
か
ら
國
君
の
昏
禮
の
車
馬
の

存
在
を
、
召
南
・
何
彼
襛
矣
か
ら
諸
侯
の
昏
禮
の
車
馬
の
存
在
を
示
し

、
こ
の
二
つ
の
詩
が
留
車
を
示
す
と
す
る
。
そ
し
て
本
條
の
『
左

（37）

氏
』
か
ら
、
大
夫
の
高
固
が
留
車
・
反
馬
を
行
っ
た
こ
と
が
分
か
る
か
ら
、
大
夫
以
上
で
留
車
・
反
馬
が
あ
る
と
結
論
付
け
る
。
鄭
玄
の

出
し
た
例
で
は
、
天
子
・
諸
侯
の
昏
禮
の
う
ち
、
留
車
は
と
も
か
く
反
馬
は
示
さ
れ
た
と
は
言
え
な
い
の
だ
が
、
禮
學
的
な
等
級
付
け
の

觀
念
が
前
提
に
な
っ
て
い
る
と
、
『
左
氏
』
に
大
夫
の
反
馬
の
禮
が
書
か
れ
て
い
る
こ
と
自
體
が
、
天
子
・
諸
侯
に
も
反
馬
が
あ
っ
た
こ

と
の
根
據
に
な
っ
て
し
ま
う
わ
け
だ
。

ま
た
、
別
の
見
方
を
す
れ
ば
、
「
留
車
・
反
馬
の
禮
は
存
在
し
な
い
」
と
い
う
何
休
説
を
「
士
」
の
身
分
に
お
い
て
は
認
め
、
「
留
車
・

反
馬
の
禮
を
行
っ
た
」
と
す
る
『
左
氏
』
説
を
「
天
子
・
諸
侯
・
大
夫
」
に
お
い
て
は
認
め
る
わ
け
で
、
鄭
説
は
こ
の
兩
者
の
説
が
竝
立
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す
る
よ
う
に
禮
制
を
組
み
立
て
た
と
も
言
え
る
。

以
上
の
二
例
を
ま
と
め
て
お
く
と
、『
左
氏
』
文
公
五
年
で
問
題
と
な
る
の
は
天
子
に
よ
る
諸
侯
へ
の
弔
問
、
宣
公
五
年
で
問
題
と
な

る
の
は
大
夫
の
昏
禮
に
過
ぎ
な
い
。
し
か
し
鄭
玄
は
、
こ
の
點
に
對
す
る
何
休
の
問
い
か
け
に
答
え
る
た
め
に
、
他
の
身
分
に
お
け
る
禮

を
含
め
た
、
そ
の
禮
制
の
全
體
像
を
構
築
す
る
。
こ
の
と
き
、
直
接
的
な
文
獻
上
の
根
據
は
、
一
部
の
身
分
の
禮
に
限
ら
れ
る
の
だ
が
、

禮
學
的
な
等
級
付
け
の
觀
念
か
ら
、
他
の
身
分
の
禮
も
類
推
し
埋
め
て
し
ま
う
。
こ
の
二
例
か
ら
は
、
あ
る
身
分
に
お
け
る
禮
制
を
示
す

た
め
に
は
、
そ
の
禮
制
の
全
體
像
を
示
す
こ
と
が
必
要
で
、
ま
た
一
部
の
身
分
の
禮
が
文
獻
に
示
さ
れ
れ
ば
、
他
の
身
分
の
禮
も
推
測
可

能
で
あ
る
と
鄭
玄
が
考
え
て
い
た
こ
と
が
示
唆
さ
れ
よ
う
。
そ
こ
に
は
、
禮
制
が
秩
序
立
っ
て
存
在
す
る
こ
と
へ
の
鄭
玄
の
強
い
信
賴
（
ま

た
は
執
着
）
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。

二
－
二
、
鄭
玄
の
「
辭
同
事
異
」
の
解
釋
法

前
節
で
、
禮
學
的
な
等
級
付
け
の
觀
念
を
前
提
と
す
る
鄭
玄
が
、
禮
制
の
體
系
を
作
り
上
げ
る
さ
ま
を
見
た
。
た
だ
、
そ
う
し
た
觀
念

が
鄭
玄
の
中
に
あ
っ
た
と
し
て
も
、
肝
心
の
經
書
の
内
容
が
そ
の
觀
念
と
上
手
く
整
合
性
を
取
れ
な
い
の
な
ら
、
鄭
玄
の
禮
説
は
經
書
と

い
う
バ
ッ
ク
ボ
ー
ン
を
失
う
こ
と
に
な
る
。
こ
う
考
え
る
と
、
經
書
の
内
容
と
觀
念
的
な
禮
制
の
整
合
性
を
取
る
た
め
の
經
書
解
釋
法
を

鄭
玄
が
自
ら
の
も
の
と
し
た
こ
と
で
、
鄭
玄
の
注
釋
が
成
立
し
た
と
推
測
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

で
は
、
そ
の
方
法
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
の
か
。
こ
こ
で
筆
者
が
着
目
す
る
の
が
、「
發
・
箴
・
釋
」
に
お
い
て
常
見
さ
れ
る

「
辭
同
事
異
」
の
解
釋
法
、
卽
ち
表
面
上
の
言
葉
は
同
じ
だ
が
表
さ
れ
る
内
容
は
異
な
る
と
い
う
解
釋
法
で
あ
る
。
以
下
、
い
く
つ
か
實

例
を
見
て
い
く
。
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ま
ず
、
成
公
十
四
年
經
に
「
九
月
、
僑
如
以
夫
人
婦
姜
氏
至
自
齊
」
と
あ
り
、
叔
孫
僑
如
の
氏
（
叔
孫
）
が
稱
さ
れ
な
い
こ
と
に
つ
い

て
、
『
左
氏
』
は
「
舍
族
、
尊
夫
人
也
」（
氏
族
を
取
り
去
る
の
は
、
夫
人
を
尊
ぶ
た
め
で
あ
る
）
と
言
う
。
『
公
羊
』
に
は
傳
が
な
い
。

何
・
鄭
の
主
張
が
以
下
で
あ
る
。

〔
膏
肓
〕
叔
孫
僑
如
、
舍
族
爲
尊
夫
人
。
案
襄
二
十
七
年
豹
及
諸
侯
之
大
夫
盟
、
復
何
所
尊
而
亦
舍
族
。
春
秋
之
例
、
一
事
再
見
者
、

亦
以
省
文
耳
。
左
氏
爲
短
。
（
『
左
傳
正
義
』
卷
二
十
七
・
十
九
葉
表
）

〔
膏
肓
〕
（
『
左
氏
』
は
）
叔
孫
僑
如
が
氏
族
を
稱
さ
れ
な
い
こ
と
を
、
夫
人
を
尊
ぶ
た
め
で
あ
る
と
す
る
。
襄
公
二
十
七
年
「
（
叔

孫
）
豹
が
諸
侯
の
大
夫
と
會
盟
を
し
た
」
を
考
え
る
に
、
更
に
何
の
尊
ぶ
所
が
あ
っ
て
氏
族
を
稱
さ
な
い
と
い
う
の
か
。『
春
秋
』

の
凡
例
で
は
、
一
つ
の
こ
と
が
あ
っ
て
再
び
そ
れ
が
經
文
に
現
れ
る
時
、
や
は
り
文
章
を
省
く
と
い
う
だ
け
で
あ
る
。(

そ
れ
な
の

に
こ
の
よ
う
な
説
明
を
す
る
と
は)
『
左
氏
』
の
劣
る
所
で
あ
る
。

〔
箴
〕
左
氏
以
豹
違
命
、
故
貶
之
而
去
族
。
今
僑
如
無
罪
而
亦
去
族
、
故
以
爲
尊
夫
人
也
。
春
秋
有
事
異
文
同
、
則
此
類
也
。（
同
）

〔
箴
〕
『
左
氏
』
は
叔
孫
豹
が
魯
侯
の
命
に
違
反
し
た
こ
と
を
理
由
に
、
非
難
し
て
氏
族
を
稱
さ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は

叔
孫
僑
如
は
罪
が
な
い
の
に
や
は
り
氏
族
を
取
り
去
っ
て
い
る
か
ら
、
夫
人
を
尊
ぶ
と
し
た
の
で
あ
る
。
『
春
秋
』
で
は
出
來
事
は

異
な
る
が
文
章
は
同
じ
と
い
う
こ
と
が
あ
る
が
、
こ
れ
が
ま
さ
に
そ
の
類
で
あ
る
。

何
休
は
、
襄
公
二
十
七
年
經
に
「
豹
及
諸
侯
之
大
夫
盟
」
と
あ
り
、
特
に
尊
ぶ
對
象
が
な
い
の
に
氏
族
を
書
さ
な
い
の
だ
か
ら
、
成
公

十
四
年
の
『
左
氏
』
の
説
明
は
お
か
し
い
と
す
る
。
こ
れ
に
對
し
て
鄭
玄
は
、
成
公
十
四
年
は
夫
人
を
尊
ぶ
た
め
に
氏
を
取
り
去
り
、
襄

公
二
十
七
年
は
君
命
に
反
し
た
た
め
に
氏
を
取
り
去
っ
た
と
し
、
こ
う
し
た
例
は
『
春
秋
』
に
お
け
る
「
事
異
文
同
」
で
あ
る
と
指
摘
す

る
。
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次
に
、
僖
公
二
十
五
年
經
に
「
宋
殺
其
大
夫
」
と
あ
り
、
殺
さ
れ
た
大
夫
の
名
が
な
い
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
『
公
羊
』
は
宋
の
君
主
が

（
本
來
は
非
禮
で
あ
る
）
大
夫
の
娘
と
の
婚
姻
を
し
た
た
め
、
大
夫
の
名
を
書
さ
な
い
と
す
る

。
一
方
、『
穀
梁
』
は
、「
其
不
稱
名
姓
、

（38）

以
其
在
祖
之
位
、
尊
之
也
」
（
名
姓
を
記
さ
な
い
の
は
、
そ
の
大
夫
が
祖
（
孔
子
の
祖
の
孔
父
）
と
同
じ
位
に
い
た
か
ら
、
尊
ん
だ
の
で

あ
る
）
と
言
い
、『
春
秋
』
の
編
者
の
孔
子
が
自
ら
の
先
祖
を
諱
む
も
の
と
す
る
。
何
・
鄭
の
主
張
が
以
下
で
あ
る
。

〔
廢
疾
〕
曹
殺
其
大
夫
、
亦
不
稱
名
姓
、
豈
可
復
以
爲
祖
乎
。
（
『
穀
梁
』
范
寧
注
・
卷
九
・
七
葉
裏
）

〔
廢
疾
〕「
曹
殺
其
大
夫
」（
莊
公
二
十
六
年
）
も
、
や
は
り
名
姓
を
稱
さ
ず
、
こ
れ
も
ま
た
ど
う
し
て
祖
で
あ
る
と
で
き
よ
う
か
。

〔
釋
〕
宋
之
大
夫
盡
同
姓

。
禮
、
公
族
有
罪
、
刑
于
甸
師
氏
、
不
與
國
人
慮
兄
弟
也
、
所
以
尊
異
之
。
孔
子
之
祖
孔
父
累
於
宋
殤

（39）

公
而
死
、
今
骨
肉
在
其
位
而
見
殺
、
故
尊
之
、
隱
而
不
忍
稱
名
氏
。
若
罪
大
者
、
名
之
而
已
、
使
若
異
姓
然
、
此
乃
祖
之
疏
也

。
（40）

曹
殺
其
大
夫
、
自
以
無
大
夫
、
不
稱
名
氏
耳
。
春
秋
辭
同
事
異
者
甚
多
。
隱
去
卽
位
以
見
讓
、
莊
去
卽
位
爲
繼
弒
、
是
復
可
以
比
例

非
之
乎
。（
同
）

〔
釋
〕
宋
の
大
夫
は
み
な
同
姓
で
あ
る
。
禮
で
は
、
公
族
に
罪
が
あ
る
と
、
甸
師
氏
に
よ
っ
て
處
刑
さ
れ
、
國
人
が
兄
弟
に
配
慮
す

る
こ
と
を
許
さ
ず
、
そ
れ
に
よ
っ
て
尊
ん
で
區
別
す
る
。
孔
子
の
祖
で
あ
る
孔
父
が
宋
の
殤
公
に
連
な
っ
て
死
に

、
こ
こ
で
は
そ

（41）

の
子
孫
が
同
じ
位
で
殺
さ
れ
た
の
で
、
よ
っ
て
こ
れ
を
尊
び
、
隱
し
て
名
氏
を
稱
す
る
に
忍
び
な
い
の
で
あ
る
。
も
し
罪
が
大
き
い

の
な
ら
、
名
だ
け
は
書
し
、
異
姓
で
あ
る
か
の
よ
う
に
す
る

。
こ
う
で
あ
っ
て
初
め
て
祖
に
對
し
て
疏
で
あ
る
か
の
よ
う
に
な
る
。

（42）

「
曹
殺
其
大
夫
」
で
は
、
こ
れ
は
大
夫
で
は
な
い
と
い
う
理
由
で
、
名
氏
を
稱
さ
な
い
だ
け
だ
。
『
春
秋
』
で
は
表
現
が
同
じ
で
も

出
來
事
は
異
な
る
と
い
う
こ
と
が
非
常
に
多
い
。
隱
公
で
は
「
卽
位
」
の
語
を
取
り
去
る
こ
と
で
讓
意
を
示
し
、
莊
公
で
は
「
卽
位
」

の
語
を
取
り
去
る
こ
と
で
弒
さ
れ
た
君
主
を
繼
い
だ
こ
と
を
言
う
が
、（
こ
れ
ら
を
見
る
と
）
語
例
を
な
ら
べ
て
非
難
す
る
こ
と
が
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で
き
る
だ
ろ
う
か
。

何
休
は
、
同
樣
の
記
法
を
取
る
莊
公
二
十
六
年
「
曹
殺
其
大
夫
」
が
孔
子
が
祖
を
諱
む
例
と
は
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
か
ら
、『
穀
梁
』

の
説
を
批
判
す
る
。
こ
れ
に
對
し
て
鄭
玄
は
、
こ
の
條
は
孔
子
の
先
祖
の
大
夫
が
殺
さ
れ
た
の
で
名
を
諱
む
も
の
、
莊
公
二
十
六
年
は
大

夫
で
な
い
が
ゆ
え
に
名
を
書
さ
な
い
も
の
と
し
て
説
明
す
る
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
『
春
秋
』
に
お
け
る
「
辭
同
事
異
」
の
例
と
し
て
、

隱
公
・
莊
公
で
「
卽
位
」
と
書
さ
な
い
こ
と
は
同
じ
だ
が
、
そ
の
含
意
は
異
な
る
こ
と
を
擧
げ
る
。

以
上
、
「
經
の
（
文
字
上
の
）
表
現
が
同
じ
で
も
、
經
が
示
し
た
い
出
來
事
・
毀
譽
褒
貶
が
同
じ
と
は
限
ら
な
い
」
と
い
う
解
釋
法
を

鄭
玄
が
活
用
す
る
例
を
見
て
き
た
。
そ
し
て
こ
の
解
釋
法
か
ら
は
、
逆
に
「
經
の
書
法
が
異
な
る
場
合
に
、
褒
貶
の
評
價
も
逆
轉
す
る
と

は
限
ら
な
い
」
と
い
う
考
え
方
も
導
か
れ
よ
う
。
こ
の
例
を
二
つ
見
て
お
く
。

隱
公
元
年
經
に
「
公
子
益
師
卒
」
と
あ
り
、
益
師
が
死
去
し
た
日
が
記
さ
れ
な
い
。
こ
れ
に
つ
い
て
『
穀
梁
』
は
「
大
夫
日
卒
、
正
也
。

不
日
卒
、
惡
也
」
と
す
る
一
方
で
、『
公
羊
』
は
「
遠
也
。
所
見
異
辭
、
所
聞
異
辭
、
所
傳
聞
異
辭
」
と
し
、
解
釋
が
異
な
る
。
何
・
鄭

の
主
張
が
以
下
で
あ
る
。

〔
廢
疾
〕
公
羊
以
爲
日
與
不
日
、
爲
遠
近
異
辭
。
若
穀
梁
云
、
益
師
惡
而
不
日
、
則
公
子
牙
及
季
孫
意
如
何
以
書
日
乎
。（『
穀
梁
疏
』

卷
一
・
八
葉
表
）

〔
廢
疾
〕
『
公
羊
』
で
は
（
死
去
の
）
日
付
を
（
經
に
）
書
す
時
と
書
さ
な
い
時
の
違
い
は
、
孔
子
か
ら
の
遠
近
（
孔
子
が
見
た
こ

と
か
、
聞
い
た
こ
と
か
、
傳
聞
し
た
こ
と
か
）
に
よ
っ
て
言
葉
を
變
え
る
の
だ
。『
穀
梁
』
の
よ
う
に
、
益
師
が
非
難
さ
れ
る
者
で

あ
る
か
ら
日
を
書
さ
な
い
と
し
て
し
ま
っ
て
は
、
公
子
牙
や
季
孫
意
如
は
な
ぜ
日
を
書
す
の
か
。

〔
釋
〕
公
子
牙
、
莊
公
弟
、
不
書
弟
、
則
惡
明
也
、
故
不
假
去
日
。
季
孫
意
如
、
則
定
公
所
不
惡
、
故
亦
書
日
。（
同
）
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〔
釋
〕
公
子
牙
は
、
莊
公
の
弟
で
あ
る
が
、「
弟
」
と
書
さ
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
、
非
難
さ
れ
る
者
で
あ
る
と
明
ら
か
に
な
る
か
ら
、

日
を
取
り
去
る
必
要
は
な
い
。
季
孫
意
如
は
、
定
公
が
非
難
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
か
ら
、
日
を
書
す
。

何
休
は
、『
穀
梁
』
の
解
釋
を
批
判
し
、
非
難
さ
れ
る
の
に
死
去
の
日
を
書
す
例
と
し
て
、
公
子
牙
（
莊
公
三
十
二
年
經
「
秋
七
月
、

癸
巳
、
公
子
牙
卒
」）
と
季
孫
意
如
（
定
公
五
年
經
「
六
月
、
丙
申
、
季
孫
意
如
卒
」
）
を
擧
げ
る
。
こ
れ
に
對
し
て
鄭
玄
は
、
公
子
牙
・

季
孫
意
如
に
は
日
が
書
さ
れ
る
特
殊
な
事
情
が
あ
る
と
す
る
。
鄭
玄
は
、
日
を
書
す
／
書
さ
な
い
と
い
う
書
法
上
の
相
違
が
、
必
ず
し
も

善
／
惡
の
振
り
分
け
に
一
對
一
で
對
應
す
る
と
は
限
ら
な
い
と
言
っ
て
い
る
わ
け
だ
。

次
に
、
僖
公
九
年
經
に
「
九
月
、
戊
辰
、
諸
侯
盟
于
葵
丘
」
と
あ
り
、
『
公
羊
』
は
「
此
何
以
日
。
危
之
也
」
と
す
る
が
、
『
穀
梁
』
は

「
桓
盟
不
日
、
此
何
以
日
。
美
之
也
。
爲
見
天
子
之
禁
、
故
備
之
也
」
（
齊
桓
公
の
盟
は
日
付
を
書
さ
な
い
の
に
、
こ
こ
で
は
な
ぜ
日
を

書
す
の
か
。
褒
め
る
た
め
だ
。
天
子
の
禁
を
示
し
た
か
ら
、
日
を
備
え
た
の
で
あ
る
）
と
言
う

。
何
・
鄭
の
主
張
が
以
下
で
あ
る
。

（43）

〔
廢
疾
〕
卽
日
爲
美
、
其
不
日
皆
爲
惡
也
。
桓
公
之
盟
不
日
、
皆
爲
惡
邪
。
莊
十
三
年
柯
之
盟
、
不
日
爲
信
、
至
此
日
以
爲
美
、
義

相
反
也
。（
『
穀
梁
』
范
寧
注
・
卷
八
・
五
葉
裏
）

〔
廢
疾
〕
假
に
日
を
書
す
の
が
褒
め
る
こ
と
だ
と
す
る
と
、
日
を
書
さ
な
い
の
は
全
て
非
難
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。（
齊
の
）
桓
公

の
盟
で
日
を
書
さ
な
い
も
の
は
、
全
て
非
難
さ
れ
る
も
の
だ
ろ
う
か
。
莊
公
十
三
年
の
柯
の
盟
で
は
、
日
を
書
さ
な
い
こ
と
を
信
と

す
る
の
に

、
こ
こ
で
は
日
を
書
す
こ
と
を
褒
め
る
た
め
と
し
、
義
が
相
反
す
る
。

（44）

〔
釋
〕
柯
之
盟
不
日
、
因
始
信
之
。
自
其
後
盟
、
以
不
日
爲
平
文
。
從
陽
穀
已
來
、
至
此
葵
丘
之
盟
、
皆
令
諸
侯
以
天
子
之
禁
。
桓

德
極
而
將
衰
、
故
備
日
以
美
之
、
自
此
不
復
盟
矣
。（
同
）

〔
釋
〕
柯
の
盟
で
日
を
書
さ
な
い
の
は
、
こ
の
と
き
初
め
て
信
と
し
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
後
の
盟
か
ら
は
、
日
を
書
さ
な
い
こ
と
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が
通
常
の
文
で
あ
る
。
陽
穀
の
盟
（
僖
公
三
年
）
よ
り
以
來
、
こ
の
葵
丘
の
盟
に
い
た
る
ま
で
、
い
ず
れ
も
諸
侯
に
天
子
の
禁
を
命

令
し
た
。
（
齊
の
）
桓
公
の
德
が
極
ま
り
、
衰
え
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
か
ら
、
日
を
備
え
て
褒
め
た
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
以

後
は
も
う
盟
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

何
休
は
、『
穀
梁
』
僖
公
九
年
が
「
日
を
書
す
＝
善
」
と
す
る
こ
と
に
對
し
て
、
日
が
書
さ
れ
な
い
他
の
桓
公
の
盟
が
全
て
惡
と
は
言

え
な
い
こ
と
、
ま
た
莊
公
十
三
年
で
は
「
日
を
書
さ
な
い
＝
善
」
と
さ
れ
る
こ
と
を
擧
げ
、『
穀
梁
』
の
解
釋
が
お
か
し
い
と
す
る
。
こ

れ
に
對
し
て
鄭
玄
は
、
莊
公
十
三
年
は
初
め
て
信
と
し
た
例
だ
か
ら
日
を
書
さ
ず
、
そ
れ
以
後
は
桓
盟
は
日
を
書
さ
な
い
の
が
通
例
の
書

き
方
と
な
り
、
そ
の
中
で
日
が
書
さ
れ
る
僖
公
九
年
は
善
を
示
す
と
解
釋
す
る
。

以
上
、
經
が
同
じ
表
現
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
必
ず
し
も
同
じ
内
容
・
毀
譽
褒
貶
を
示
す
と
は
考
え
な
い
鄭
玄
の
解
釋
法
を
見
て
き
た
。

他
に
も
同
樣
の
例
は
い
く
つ
か
あ
る
が

、
こ
う
し
た
鄭
玄
の
解
釋
が
何
を
意
味
す
る
の
か
、
最
後
に
考
察
す
る
。

（45）

『
春
秋
』
は
歷
史
書
で
あ
り
、
經
文
の
背
景
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
異
な
る
固
有
の
文
脈
が
必
ず
存
在
す
る
。
よ
っ
て
、『
春
秋
』
三
傳

に
よ
る
「
春
秋
の
筆
法
」
の
理
解
や
基
準
に
齟
齬
が
あ
る
よ
う
に
見
え
て
も
、
そ
う
い
っ
た
固
有
の
要
素
の
う
ち
の
ど
れ
か
を
取
り
出
し

て
、
齟
齬
に
見
え
る
も
の
を
そ
の
狀
況
固
有
の
例
外
で
あ
る
と
し
て
處
理
す
る
こ
と
は
そ
れ
ほ
ど
難
し
く
な
い
。
鄭
玄
の
「
辭
同
事
異
」

の
解
釋
は
、
こ
う
し
た
『
春
秋
』
の
特
性
を
上
手
く
利
用
し
た
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
。

た
だ
、
『
春
秋
』
三
傳
（
ま
た
は
「
春
秋
學
」）
の
本
來
的
な
目
的
は
、『
春
秋
』
經
か
ら
「
春
秋
の
筆
法
」
を
明
ら
か
に
し
、
そ
こ
に

込
め
ら
れ
た
孔
子
の
微
言
大
義
を
讀
み
取
る
こ
と
に
あ
る
。「
辭
同
事
異
」
の
讀
解
方
法
で
は
、
そ
の
場
し
の
ぎ
で
ど
こ
ま
で
も
融
通
の

利
く
解
釋
が
許
容
さ
れ
て
し
ま
う
か
ら
、
「
春
秋
の
筆
法
」
と
い
っ
た
一
書
を
貫
く
法
則
を
取
り
出
す
こ
と
は
難
し
い
。
當
然
「
春
秋
の

筆
法
」
を
利
用
し
て
孔
子
の
微
言
大
義
を
讀
み
取
る
こ
と
も
難
し
く
な
る
。
第
一
章
で
、
鄭
玄
の
解
釋
が
一
見
『
春
秋
』
三
傳
の
對
立
を
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調
停
す
る
よ
う
に
見
え
な
が
ら
も
、
復
讎
の
是
非
と
い
っ
た
大
き
な
對
立
に
踏
み
込
ん
で
論
じ
る
わ
け
で
は
な
い
と
指
摘
し
た
が
、
い
ま

述
べ
た
鄭
玄
の
解
釋
法
か
ら
考
え
れ
ば
、
こ
れ
も
必
然
的
な
歸
着
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
鄭
玄
の
『
春
秋
』
三
傳
の
解
釋
法
で
は
、
三
傳
の

見
解
の
相
違
や
同
じ
傳
の
中
で
の
前
後
の
矛
盾
を
、
そ
の
場
の
狀
況
の
相
違
に
歸
着
し
て
解
決
し
て
し
ま
う
の
で
、
そ
の
背
後
を
貫
く
（
と

春
秋
學
で
は
想
定
さ
れ
る
）「
義
」
の
解
明
が
な
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
鄭
玄
の
讀
解
法
で
は
、
一
つ
の
法
則
と
し
て
の
「
春
秋
の
筆
法
」
を
明
ら
か
に
し
、
三
傳
の
義
に
お
け
る
大
き
な
對
立
を
踏
み
込

ん
で
議
論
す
る
こ
と
に
は
繫
が
り
に
く
い
。
そ
も
そ
も
鄭
玄
は
、
こ
う
し
た
春
秋
學
の
課
題
の
解
決
に
重
き
を
置
い
て
い
な
か
っ
た
と
考

え
る
べ
き
だ
ろ
う
。
で
は
鄭
玄
は
何
を
目
指
し
て
い
た
の
か
。
間
嶋
も
指
摘
す
る
よ
う
に

、
や
は
り
そ
れ
は
禮
制
度
の
構
築
の
他
に
は

（46）

な
い
。
前
節
で
、
鄭
玄
が
『
春
秋
』
の
記
述
を
利
用
し
な
が
ら
禮
制
の
構
築
を
行
う
二
例
を
見
た
が
、
ど
ち
ら
か
ら
も
秩
序
立
っ
た
禮
制

の
存
在
が
鄭
玄
の
中
に
前
提
と
し
て
あ
り
、
そ
の
構
築
の
穴
埋
め
と
し
て
『
春
秋
』
經
傳
が
用
い
ら
れ
る
過
程
が
讀
み
取
れ
た
。
こ
れ
は

「
春
秋
の
筆
法
」
を
解
き
明
か
す
こ
と
に
重
點
を
置
か
な
い
鄭
玄
が
、
そ
こ
で
は
な
く
、
秩
序
立
っ
た
禮
制
に
經
書
解
釋
の
基
準
を
置
く

こ
と
を
示
す
好
例
と
し
て
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

そ
し
て
、
こ
こ
で
指
摘
し
た
鄭
玄
の
『
春
秋
』
解
釋
に
お
け
る
傾
向
は
、
鄭
玄
の
注
釋
全
體
の
傾
向
と
も
共
通
す
る
と
想
像
さ
れ
る
。

い
ま
『
春
秋
』
經
の
背
景
に
は
必
ず
固
有
の
文
脈
が
あ
る
と
述
べ
た
が
、
原
理
的
に
言
え
ば
、
あ
ら
ゆ
る
文
獻
の
言
葉
に
固
有
の
文
脈
が

存
在
す
る
は
ず
で
、
鄭
玄
の
こ
う
し
た
解
釋
は
他
の
經
書
注
釋
で
も
可
能
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
喬
は
、
鄭
玄
の
訓
詁
は

常
に
文
脈
を
參
照
し
、
常
訓
が
な
い
こ
と
を
指
摘
す
る
が

、『
春
秋
』
の
場
合
に
は
、
こ
れ
が
「
春
秋
の
筆
法
」
と
毀
譽
褒
貶
の
對
應
に

（47）

お
い
て
現
れ
て
く
る
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、
あ
る
特
定
の
書
法
が
、
必
ず
し
も
特
定
の
毀
譽
褒
貶
と
一
對
一
で
對

應
す
る
と
は
考
え
ず
、
『
春
秋
』
三
傳
の
解
釋
が
矛
盾
し
な
い
よ
う
に
文
脈
を
利
用
し
て
場
面
に
應
じ
た
解
釋
を
取
る
の
が
、
鄭
玄
な
り
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の
『
春
秋
』
三
傳
の
讀
み
解
き
方
で
あ
る
と
結
論
付
け
ら
れ
る
。
本
節
で
見
た
「
辭
同
事
異
」
の
解
釋
は
そ
の
好
例
と
言
え
よ
う
。

ま
と
め
る
と
、
鄭
玄
の
頭
の
中
に
は
秩
序
だ
っ
た
禮
制
が
再
構
築
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
先
立
っ
て
存
在
し
、
こ
こ
か
ら
文
脈
に
應

じ
て
融
通
を
利
か
せ
た
解
釋
を
取
る
こ
と
で
、
で
き
る
限
り
經
書
（
ま
た
緯
書
等
を
含
め
て
）
の
矛
盾
す
る
諸
記
述
が
竝
立
す
る
よ
う
に

し
、
經
書
の
斷
片
的
な
記
述
を
結
び
つ
け
て
い
く
こ
と
で
、
鄭
玄
の
經
書
注
釋
が
成
立
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

お
わ
り
に

以
上
、
本
稿
で
は
、
鄭
玄
の
「
發
・
箴
・
釋
」
に
着
目
し
、
そ
の
槪
要
や
背
景
を
整
理
し
た
上
で
、
特
に
鄭
玄
の
『
春
秋
』
三
傳
の
解

釋
法
を
議
論
し
た
。
結
論
と
し
て
は
、
間
嶋
・
池
田
・
喬
ら
の
硏
究
と
重
な
る
部
分
も
あ
る
が
、
本
稿
は
「
發
・
箴
・
釋
」
を
用
い
る
こ

と
で
、
鄭
玄
の
直
接
の
言
葉
か
ら
鄭
玄
の
思
考
過
程
の
道
筋
を
示
す
こ
と
が
出
來
た
點
に
意
義
が
認
め
ら
れ
る
と
考
え
て
い
る
。

本
稿
の
議
論
は
、
經
書
・
緯
書
に
幅
廣
く
注
釋
を
付
け
た
鄭
玄
が
、
な
ぜ
『
春
秋
』
に
關
す
る
注
釋
を
殘
さ
な
か
っ
た
の
か
と
い
う
疑

問
と
も
關
わ
っ
て
く
る
。
こ
の
疑
問
に
つ
い
て
、
池
田
は
、『
春
秋
』
は
『
公
羊
』
説
で
は
孔
子
に
よ
る
改
制
の
書
と
み
な
さ
れ
る
が
、

周
制
を
尊
ぶ
鄭
玄
に
と
っ
て
は
、
孔
子
が
周
制
を
改
め
よ
う
と
し
た
こ
と
の
説
明
が
つ
か
ず
、
こ
れ
が
『
春
秋
』
三
傳
に
注
を
書
か
な
か

っ
た
遠
因
で
は
な
い
か
と
指
摘
す
る

。
こ
の
矛
盾
に
つ
い
て
は
、
間
嶋
も
詳
し
く
論
じ
て
い
る

。
本
稿
の
檢
討
か
ら
こ
れ
に
付
け
加
え

（48）

（49）

る
な
ら
、
鄭
玄
の
解
釋
法
で
は
、
『
春
秋
』
三
傳
の
解
釋
の
相
違
を
通
じ
る
よ
う
に
解
釋
す
る
こ
と
は
で
き
て
も
、『
春
秋
』
の
中
に
體
系

を
見
出
す
こ
と
は
難
し
い
と
い
う
要
因
も
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
む
ろ
ん
、
『
春
秋
』
の
事
例
を
全
て
『
周
禮
』
に
收
斂
さ
せ
る
よ
う
に
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注
釋
を
書
く
の
で
あ
れ
ば
可
能
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
れ
な
ら
「
三
禮
注
」
の
側
で
『
春
秋
』
の
事
例
を
示
せ
ば
十
分
で
あ
る
。

こ
う
い
っ
た
鄭
玄
の
學
問
に
關
す
る
大
き
な
疑
問
を
明
ら
か
に
す
る
に
は
、
本
稿
の
議
論
だ
け
で
は
足
り
な
い
が
、
今
後
の
見
通
し
と

し
て
示
し
、
本
稿
の
ま
と
め
と
す
る
。

〔
補
記
〕
本
稿
はJS

PS

科
硏
費23K

J1206

の
硏
究
の
一
部
で
あ
る
。

注
（

）
劉
逢
祿
『
發
墨
守
評
』
『
穀
梁
廢
疾
申
何
』『
箴
膏
肓
評
』
、
皮
錫
瑞
『
發
墨
守
箴
膏
肓
釋
廢
疾
疏
證
』
と
い
っ
た
專
著
が
あ
る
。

1
（

）
田
中
麻
紗
巳
『
兩
漢
思
想
の
硏
究
』（
硏
文
出
版
、
一
九
八
六
）
第
六
章
第
四
節
「
鄭
玄
「
發
墨
守
」
等
三
篇
の
特
色
」
（
初
出
一

2

九
七
八
）。

（

）
齋
木
哲
郞
『
後
漢
の
儒
學
と
『
春
秋
』
』（
汲
古
書
院
、
二
〇
一
八
）
第
六
章
「
鄭
玄
と
何
休
の
『
春
秋
』
論
爭
―
鄭
玄
の
『
發
墨

3

守
』『
鍼
膏
肓
』『
起
廢
疾
』
を
中
心
と
し
て
―
」。

（

）
郜
積
意
「
經
義
之
爭
的
立
場
與
邏
輯
：
以
何
休
、
鄭
玄
之
分
爲
例
」（
『
中
國
文
化
』
二
〇
〇
六
年
一
期
）。

4
（

）
佐
々
木
徹
志
「
鄭
玄
の
春
秋
學
に
つ
い
て
」（
二
〇
二
二
年
度
京
都
大
學
文
學
硏
究
科
修
士
論
文
）。
佐
々
木
は
筆
者
と
同
時
期
に

5

京
都
大
學
中
國
哲
學
史
硏
究
室
に
在
籍
し
、
二
〇
一
九
年
頃
、
筆
者
と
共
同
で
「
發
・
箴
・
釋
」
の
讀
書
會
を
行
っ
て
い
た
。
佐

々
木
論
文
と
本
稿
は
趣
旨
を
異
に
す
る
も
の
の
、
共
同
の
讀
書
會
で
得
た
知
見
を
反
映
す
る
以
上
、
一
部
内
容
の
重
な
る
條
（
特

に
第
二
章
第
一
節
で
取
り
上
げ
た
文
公
五
年
、
宣
公
五
年
の
二
條
）
が
あ
る
こ
と
を
斷
わ
っ
て
お
く
。
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（

）
張
靖
に
つ
い
て
は
、『
隋
書
』
經
籍
志
に
「
穀
梁
傳
十
卷
、
晉
堂
邑
太
守
張
靖
注
」
の
著
錄
が
あ
る
。
張
靖
箋
の
内
容
は
、『
穀
梁

6

疏
』
莊
公
十
八
年
に
「
張
靖
策
廢
疾
云
、
立
八
尺
之
木
、
不
見
其
影
」（
卷
五
・
二
十
一
葉
表
）
と
引
か
れ
る
一
條
の
他
は
傳
わ

ら
な
い
。『
隋
書
』
の
底
本
は
中
華
書
局
標
點
本
を
用
い
た
。

（

）
葉
夢
得
『
春
秋
考
』
統
論
に
「
箴
膏
肓
世
猶
有
全
書
、
起
廢
疾
亦
略
于
穀
梁
注
見
之
、
惟
發
墨
守
無
傳
」
（
武
英
殿
聚
珍
版
・
卷

7

三
・
三
十
二
葉
表
）
と
あ
る
。

（

）
近
年
、
こ
れ
ら
を
集
成
し
た
竇
秀
艷
・
孫
連
營
『
鄭
玄
《
春
秋
》
類
輯
佚
書
匯
校
』（
中
國
社
會
科
學
出
版
社
、
二
〇
二
一
）
が

8

出
版
さ
れ
た
。

（

）『
後
漢
書
』
の
底
本
は
王
先
謙
『
後
漢
書
集
解
』
を
用
い
た
（
列
傳
二
十
五
・
十
一
葉
表
）。
な
お
、
似
た
逸
話
が
晉
の
王
嘉
『
拾

9

遺
記
』
に
も
記
錄
さ
れ
て
お
り
、「
何
休
…
…
作
左
氏
膏
肓
、
公
羊
廢
疾
、
榖
梁
墨
守
、
謂
之
三
闕
。
言
理
幽
微
、
非
知
機
藏
往
、

不
可
通
焉
。
及
鄭
康
成
蜂
起
而
攻
之
、
求
學
者
不
遠
千
里
、
贏
糧
而
至
、
如
細
流
之
赴
巨
海
、
京
師
謂
康
成
爲
經
神
、
何
休
爲
學

海
」（
吉
林
出
版
社
影
印
萬
暦
版
『
漢
魏
叢
書
』
七
二
三
頁
）
と
あ
る
。「
公
羊
廢
疾
、
榖
梁
墨
守
」
は
原
文
マ
マ
。

（

）
鄭
玄
の
年
譜
は
王
利
器
『
鄭
康
成
年
譜
』（
齊
魯
書
社
、
一
九
八
三
）
を
參
考
に
し
た
。

10
（

）
『
唐
會
要
』
論
經
義
・
長
安
四
年
・
劉
知
幾
「
上
孝
經
註
議
」
の
引
く
「
鄭
自
序
」
に
「
遭
黨
錮
之
事
、
逃
難
註
禮
、
至
黨
錮
事

11

解
、
註
古
文
尚
書
、
毛
詩
、
論
語
。
爲
袁
譚
所
逼
、
來
至
元
城
、
乃
註
周
易
」（
武
英
殿
聚
珍
版
・
卷
七
十
七
・
八
葉
表
）
と
い

う
他
、『
禮
記
正
義
』
檀
弓
下
の
引
く
『
鄭
志
』
に
「
張
逸
問
、
禮
注
曰
書
説
、
書
説
何
書
也
。
荅
曰
、
尚
書
緯
也
、
當
爲
注
時
、

時
在
文
網
中
、
嫌
引
祕
書
、
故
諸
所
牽
圖
讖
、
皆
謂
之
説
」（
卷
十
・
十
五
葉
裏
）
と
あ
る
。

（

）『
左
氏
』
襄
公
七
年
「
夫
郊
祀
后
稷
、
以
祈
農
事
也
。
是
故
啟
蟄
而
郊
、
郊
而
後
耕
」
に
つ
い
て
、『
毛
詩
正
義
』
噫
嘻
引
「
箴
」

12
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に
「
孝
經
主
説
周
公
孝
以
必
配
天
之
義
、
本
不
爲
郊
祈
之
禮
出
、
是
以
其
言
不
備
。
月
令
孟
春
元
日
「
祈
穀
於
上
帝
」
、
是
卽
郊

天
也
。
後
「
乃
擇
元
辰
、
天
子
親
載
耒
耜
、
躬
耕
帝
籍
」、
是
郊
而
後
耕
。
二
者
之
禮
、
獻
子
之
言
合
、
是
郊
天
之
與
祈
穀
爲
一

祭
也
」
（
卷
十
九
之
二
・
十
八
葉
表
）
と
あ
る
。
こ
れ
は
『
禮
記
』
月
令
・
孟
春
「
是
月
也
、
天
子
乃
以
元
日
、
祈
穀
于
上
帝
」

の
鄭
注
「
謂
以
上
辛
郊
祭
天
也
。
春
秋
傳
曰
、
夫
郊
祀
后
稷
、
以
祈
農
事
、
是
故
啟
蟄
而
郊
、
郊
而
後
耕
。
上
帝
、
大
微
之
帝
也
」

と
一
致
す
る
。

（

）
『
後
漢
書
』
儒
林
列
傳
・
何
休
「
太
傅
陳
蕃
辟
之
、
與
參
政
事
。
蕃
敗
、
休
坐
廢
錮
、
迺
作
春
秋
公
羊
解
詁
、
覃
思
不
闚
門
、
十

13

有
七
年
。
又
註
訓
孝
經
、
論
語
、
風
角
七
分
、
皆
經
緯
典
謨
、
不
與
守
文
同
説
。
」（
列
傳
六
十
九
下
・
十
一
葉
裏
）

（

）
後
漢
の
春
秋
學
に
つ
い
て
は
、
池
田
秀
三
「
『
白
虎
通
義
』
と
後
漢
の
學
術
」
（
小
南
一
郞
編
『
中
國
古
代
禮
制
硏
究
』
京
都
大
學

14

人
文
科
學
硏
究
所
、
一
九
九
五
所
收
）
、
岩
本
憲
司
『
「
義
」
か
ら
「
事
」
へ
：
春
秋
學
小
史
』（
汲
古
書
院
、
二
〇
一
七
）
を
參

照
。

（

）
『
後
漢
書
』
儒
林
列
傳
・
何
休
「
休
善
歷
算
、
與
其
師
博
士
羊
弼
、
追
述
李
育
意
以
難
二
傳
、
作
公
羊
墨
守
、
左
氏
膏
肓
、
穀
梁

15

廢
疾
」
（
列
傳
六
十
九
下
・
十
二
葉
表
）
、『
後
漢
書
』
儒
林
列
傳
・
李
育
「
少
習
公
羊
春
秋
。
…
…
嘗
讀
左
氏
傳
、
雖
樂
文
采
、

然
謂
不
得
聖
人
深
意
、
以
爲
前
世
陳
元
、
范
升
之
徒
更
相
非
折
、
而
多
引
圖
讖
、
不
據
理
體
、
於
是
作
難
左
氏
義
四
十
一
事
。
…

…
（
建
初
）
四
年
、
詔
與
諸
儒
論
五
經
於
白
虎
觀
、
育
以
公
羊
義
難
賈
逵
、
往
返
皆
有
理
證
、
最
爲
通
儒
。
」（
列
傳
六
十
九
下
・

十
一
葉
表
）

（

）『
隋
書
』
經
籍
志
に
「
春
秋
左
氏
膏
肓
釋
痾
、
十
卷
、
服
虔
撰
」
が
著
錄
さ
れ
る
。
ま
た
、『
後
漢
書
』
儒
林
列
傳
・
服
虔
に
「
又

16

以
左
傳
駮
何
休
之
所
駮
漢
事
六
十
條
」、
『
隋
書
』
經
籍
志
に
「
梁
有
春
秋
漢
議
駁
二
卷
、
服
虔
撰
、
亡
」
と
あ
り
、
服
虔
は
『
左
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氏
』
を
用
い
て
何
休
が
『
公
羊
』
に
よ
っ
て
漢
の
事
例
を
論
斷
し
た
書
に
反
論
を
加
え
た
こ
と
も
あ
る
。
野
間
文
史
は
、
服
虔
『
釋

痾
』
は
鄭
玄
「
箴
」
を
受
け
繼
い
だ
も
の
と
す
る
が
、
根
據
は
特
に
示
さ
れ
て
い
な
い
（
『
五
經
正
義
の
硏
究
―
そ
の
成
立
と
展

開
―
』
硏
文
出
版
、
一
九
九
八
、
二
〇
〇
～
二
〇
一
頁
）。
な
お
、『
隋
書
』
經
籍
志
に
は
「
駁
何
氏
漢
議
、
二
卷
、
鄭
玄
撰
」
の

著
錄
も
あ
り
、
鄭
玄
が
何
休
の
漢
議
に
反
論
を
し
た
書
も
あ
っ
た
ら
し
い
。

（

）
鄭
玄
の
三
禮
注
に
お
い
て
『
春
秋
』
三
傳
が
ど
の
よ
う
に
利
用
さ
れ
る
か
考
察
し
た
硏
究
に
、
間
嶋
潤
一
「
鄭
玄
の
春
秋
學
に
關

17

す
る
私
見
」（
『
學
習
院
高
等
科
硏
究
紀
要
』
九
、
一
九
七
八
）
が
あ
り
、
三
傳
と
も
用
い
ら
れ
る
こ
と
と
、
そ
の
中
で
も
『
左
氏
』

が
最
も
よ
く
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
。

（

）
『
穀
梁
』
僖
公
二
十
一
年
經
「
秋
、
宋
公
、
楚
子
、
陳
侯
、
蔡
侯
、
鄭
伯
、
許
男
、
曹
伯
、
會
于
雩
、
執
宋
公
以
伐
宋
。
…
…
十

18

有
二
月
、
癸
丑
、
公
會
諸
侯
盟
于
薄
。
…
…
釋
宋
公
」
。
な
お
、
吉
本
道
雅
に
よ
れ
ば
、
こ
の
出
來
事
は
、
齊
桓
公
の
沒
後
に
宋

襄
公
が
中
原
制
覇
を
圖
る
も
、
楚
に
よ
っ
て
挫
折
さ
せ
ら
れ
る
ま
で
の
一
連
の
事
件
の
一
つ
に
位
置
付
け
ら
れ
る
（
『
中
國
先
秦

史
の
硏
究
』
京
都
大
學
學
術
出
版
會
、
二
〇
〇
五
、
三
四
〇
～
三
四
一
頁
）
。

（

）
田
中
前
揭
書
は
、
本
條
の
鄭
説
を
「
楚
君
の
「
專
釋
」
を
ゆ
る
さ
な
い
と
い
う
の
は
、
こ
の
釋
放
に
魯
君
も
參
與
し
た
か
ら
で
あ

19

り
、
楚
君
を
責
め
て
い
る
の
で
は
な
く
、
だ
か
ら
『
公
羊
』
と
違
い
は
し
な
い
と
す
る
」
（
一
七
六
～
一
七
七
頁
）
と
説
明
す
る

が
、
文
意
が
よ
く
分
か
ら
な
い
。
そ
し
て
、
こ
こ
か
ら
田
中
は
、
鄭
玄
が
諸
侯
の
身
分
を
逸
脱
す
る
行
爲
を
批
判
す
る
『
穀
梁
』

説
を
曲
解
し
、
『
穀
梁
』
を
道
義
重
視
の
面
か
ら
批
判
す
る
何
休
説
を
退
け
た
と
し
、「
彼
は
天
子
の
權
威
を
絶
對
的
に
維
持
し
よ

う
と
す
る
説
に
、
反
對
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
更
に
、
鄭
玄
は
諸
侯
の
越
權
行
爲
を
、
道
義
重
視
と
い
う
よ
り
現
實
的
に
解

し
て
認
め
よ
う
と
す
る
の
で
は
な
い
か
」（
一
七
七
頁
）
と
指
摘
す
る
。
し
か
し
、
鄭
玄
と
し
て
は
『
穀
梁
』
と
『
公
羊
』
が
相
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反
し
な
い
よ
う
な
解
釋
を
考
え
出
し
た
だ
け
で
あ
り
、
こ
の
鄭
説
か
ら
こ
こ
ま
で
の
内
容
を
讀
み
取
る
の
は
無
理
が
あ
ろ
う
。

（

）
『
公
羊
』
莊
公
九
年
「
内
不
言
敗
、
此
其
言
敗
何
。
伐
敗
也
。
曷
爲
伐
敗
。
復
讎
也
」
、
『
穀
梁
』
莊
公
九
年
「
納
糾
、
當
可
納
而

20

不
納
、
齊
變
而
後
伐
、
故
乾
時
之
戰
不
諱
敗
、
惡
内
也
」。
な
お
、『
穀
梁
』
の
莊
公
の
時
期
に
つ
い
て
の
「
發
・
箴
・
釋
」
を
讀

解
し
た
論
文
に
呉
智
雄
「
論
何
、
鄭
對
《
穀
梁
》
的
廢
、
起
之
辯
：
以
魯
莊
公
時
期
的
輯
文
爲
範
圍
」（
『
第
十
屆
漢
代
文
學
與
思

想
暨
創
系
六
十
週
年
國
際
學
術
硏
討
會
論
文
集
』
文
史
哲
出
版
社
、
二
〇
一
七
所
收
）
が
あ
る
。

（

）
間
嶋
前
揭
論
文
、
五
〇
～
五
一
頁
。

21
（

）『
左
傳
正
義
』
襄
公
十
一
年
「
作
三
軍
與
舍
中
軍
、
皆
是
變
故
改
常
、
卑
弱
公
室
、
季
氏
秉
國
權
、
專
擅
改
作
、
故
史
特
書
之
耳
」

22

（
卷
四
十
三
・
一
葉
表
）、
昭
公
五
年
「
作
中
軍
卑
公
室
之
漸
、
舍
中
軍
卑
公
室
之
極
」（
卷
三
十
一
・
十
五
葉
表
）。

（

）
岩
本
憲
司
は
、
本
條
に
つ
い
て
「
普
通
に
考
え
れ
ば
、
公
羊
の
場
合
は
「
作
中
軍
」
が
惡
で
「
舍
中
軍
」
が
善
で
あ
り
、
左
氏
の

23

場
合
は
、
逆
に
、
「
作
中
軍
」
が
善
（
尊
公
室
）
で
「
舍
中
軍
」
が
惡
（
卑
公
室
）
で
あ
る
か
ら
、
公
羊
も
左
氏
も
、「
作
中
軍
」

と
「
舍
中
軍
」
と
で
義
が
異
な
っ
て
い
て
、
何
の
問
題
も
な
い
の
に
、
何
休
は
、
こ
こ
で
、
公
羊
と
左
氏
と
を
混
同
し
て
、
左
氏

の
「
作
三
軍
」
を
説
く
の
に
、
公
羊
の
「
舍
中
軍
」
を
基
準
と
し
、
…
…
不
合
理
な
批
判
を
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
鄭

玄
は
「
左
氏
で
は
、「
舍
中
軍
」
は
「
卑
公
室
」（
惡
）
で
あ
る
か
ら
、
義
は
同
じ
に
な
ら
な
い
」
と
だ
け
答
え
れ
ば
濟
む
も
の
を
、

こ
こ
で
は
、
何
休
の
術
中
に
は
ま
っ
て
、「
作
三
軍
」
に
關
す
る
「
尊
公
室
」
を
「
卑
公
室
」
に
直
し
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ

る
」（
『
春
秋
學
用
語
集

三
編
』
汲
古
書
院
、
二
〇
一
四
、
一
一
四
頁
）
と
述
べ
る
。
何
休
が
『
公
羊
』
を
基
準
と
し
て
『
左
氏
』

の
「
作
三
軍
」
を
説
く
の
が
不
合
理
で
あ
る
こ
と
は
確
か
だ
が
、
『
左
氏
』
に
「
作
三
軍
」
は
「
尊
皇
室
」
で
あ
る
と
す
る
明
文

が
な
い
以
上
、
こ
の
岩
本
の
鄭
説
理
解
は
や
や
迂
遠
で
あ
る
と
思
う
。
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（

）
齊
襄
公
は
、
こ
の
四
年
前
に
魯
桓
公
を
暗
殺
し
、
魯
の
妨
害
を
排
除
し
た
上
で
紀
を
倂
合
し
、
鄭
・
魯
と
も
盟
を
結
ん
で
衞
を
除

24

く
中
原
諸
侯
を
同
盟
關
係
に
お
さ
め
、
さ
ら
に
衞
に
出
兵
し
て
惠
公
を
復
位
さ
せ
た
。
吉
本
に
よ
れ
ば
、
こ
の
一
連
の
動
き
に
よ

っ
て
、
齊
襄
公
は
同
盟
關
係
の
統
合
者
で
あ
る
「
小
伯
」
を
事
實
上
再
建
し
た
と
す
る
（
吉
本
前
揭
書
、
一
一
三
～
一
一
四
頁
）
。

（

）
『
公
羊
』
莊
公
四
年
「
大
去
者
何
。
滅
也
。
孰
滅
之
。
齊
滅
之
。
曷
爲
不
言
齊
滅
之
。
爲
襄
公
諱
也
。
春
秋
爲
賢
者
諱
。
何
賢
乎

25

襄
公
。
復
讎
也
。
」

（

）
『
穀
梁
』
莊
公
四
年
「
大
去
者
、
不
遺
一
人
之
辭
也
。
言
民
之
從
者
、
四
年
而
後
畢
也
。
紀
侯
賢
而
齊
侯
滅
之
、
不
言
滅
、
而
曰

26

大
去
其
國
者
、
不
使
小
人
加
乎
君
子
。」

（

）
原
典
の
引
用
文
は
「
反
爲
大
去
也
」
で
あ
る
が
、
意
味
が
取
り
に
く
い
。
劉
逢
祿
・
柳
興
恩
の
説
に
從
い
、
「
去
」
を
「
失
」
に

27

改
め
た
。

（

）
復
讎
を
是
認
す
る
の
は
『
公
羊
』
の
大
き
な
特
徵
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。
日
原
利
國
『
春
秋
公
羊
傳
の
硏
究
』（
創
文
社
、
一

28

九
七
六
）、
橫
田
茂
明
「
春
秋
公
羊
傳
の
復
讎
説
」（
『
九
州
中
國
學
會
報
』
三
〇
、
一
九
九
二
）
を
參
照
。

（

）
加
賀
榮
治
『
中
國
古
典
定
立
史
』（
汲
古
書
院
、
二
〇
一
六
）
第
一
篇
第
十
章
「
鄭
玄
の
「
春
秋
三
傳
」
解
釋
に
つ
い
て
」、
二
二

29

五
頁
。

（

）
池
田
秀
三
「
鄭
學
の
特
質
」（
渡
邉
義
浩
編
『
兩
漢
に
お
け
る
易
と
三
禮
』
汲
古
書
院
、
二
〇
〇
六
所
收
、
二
九
五
～
二
九
六
頁
）
。

30
（

）
喬
秀
岩
「
鄭
學
第
一
原
理
」
（
喬
秀
岩
・
葉
純
芳
『
學
術
史
讀
書
記
』
三
聯
書
店
、
二
〇
一
九
所
收
、
一
二
七
頁
）。

31
（

）
齋
木
前
揭
書
は
、
本
條
の
鄭
玄
の
反
論
を
取
り
上
げ
て
「
禮
學
上
の
不
明
を
指
摘
さ
れ
た
何
休
説
は
も
は
や
曲
解
に
墮
す
る
の
で

32

あ
っ
て
、
何
休
自
身
は
春
秋
學
者
と
し
て
の
沽
券
を
失
い
か
ね
な
い
事
態
と
な
る
」（
二
二
五
頁
）
と
述
べ
る
が
、
こ
れ
は
鄭
玄
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が
作
り
上
げ
た
禮
制
で
あ
っ
て
、
何
休
が
禮
學
上
の
不
明
を
指
摘
さ
れ
た
と
は
言
い
難
い
。

（

）『
左
傳
正
義
』
文
公
五
年
「
賈
服
云
、
含
賵
當
異
人
、
今
一
人
兼
兩
使
、
故
書
且
以
譏
之
。
」（
卷
十
九
・
一
葉
表
）

33
（

）『
左
氏
』
宣
公
五
年
「
秋
九
月
、
齊
高
固
來
逆
女
、
自
爲
也
。
…
…
冬
、
來
、
反
馬
也
。」

34
（

）
他
、『
左
傳
正
義
』
宣
公
五
年
に
は
「
儀
禮
昏
禮
者
士
之
禮
也
、
其
禮
無
反
馬
。
故
何
休
據
之
作
膏
肓
以
難
左
氏
、
言
禮
無
反
馬

35

之
法
」（
卷
二
十
二
・
二
葉
表
）
と
あ
る
。

（

）
本
條
は
、
皮
本
を
參
考
に
し
て
、
『
左
傳
正
義
』
宣
公
五
年
の
「
鄭
玄
荅
之
曰
…
…
」
（
卷
二
十
二
・
二
葉
裏
）
と
、
『
儀
禮
疏
』

36

士
昏
禮
の
「
…
…
以
此
鄭
箴
膏
肓
言
之
」
（
卷
四
・
十
二
葉
裏
）
の
内
容
を
組
み
合
わ
せ
た
も
の
。
ま
た
、『
毛
詩
正
義
』
鵲
巢
に

も
、
本
條
の
「
箴
」
が
要
約
し
て
引
か
れ
る
（
卷
一
之
三
・
十
四
葉
表
）
。

（

）
「
何
彼
襛
矣
」
は
、
『
毛
詩
』
鄭
箋
で
は
王
姬
が
諸
侯
に
嫁
ぐ
時
の
歌
と
す
る
。『
鄭
志
』
に
「
荅
炅
模
云
、
爲
記
注
時
就
盧
君
、

37

先
師
亦
然
。
後
乃
得
毛
公
傳
記
古
書
、
義
又
且
然
、
記
注
已
行
、
不
復
改
之
」（
『
毛
詩
正
義
』
燕
燕
、『
禮
記
正
義
』
坊
記
所
引
）

と
あ
り
、
「
三
禮
注
」
の
執
筆
時
（
卽
ち
「
發
・
箴
・
釋
」
の
執
筆
時
）
に
鄭
玄
は
『
毛
詩
』
を
見
て
い
な
い
。
と
す
れ
ば
、
こ

の
「
箴
」
の
解
釋
は
三
家
詩
に
由
來
す
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

（

）『
公
羊
』
僖
公
二
十
五
年
「
何
以
不
名
。
宋
三
世
無
大
夫
。
三
世
内
娶
也
」、
何
休
注
「
三
世
謂
慈
父
、
王
臣
、
處
臼
也
。
内
娶
大

38

夫
女
也
。
言
無
大
夫
者
、
禮
、
不
臣
妻
之
父
母
、
國
内
皆
臣
、
無
娶
道
、
故
絕
去
大
夫
名
、
正
其
義
也
。」

（

）
原
文
は
「
名
姓
」
だ
が
、
岩
本
憲
司
『
春
秋
學
用
語
集

五
編
』
（
汲
古
書
院
、
二
〇
一
六
、
九
二
～
九
五
頁
）
は
「
同
姓
」
の

39

誤
り
と
し
、
こ
れ
に
從
っ
た
。

（

）『
穀
梁
疏
』
僖
公
二
十
五
年
に
よ
れ
ば
、「
祖
之
疏
」
を
「
禮
之
疏
」
と
す
る
古
本
が
あ
る
。

40
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（

）『
穀
梁
』
桓
公
二
年
「
宋
督
弒
其
君
與
夷
、
及
其
大
夫
孔
父
」、
孔
父
と
は
孔
子
の
六
世
の
祖
と
さ
れ
る
孔
父
嘉
の
こ
と
。

41
（

）「
使
若
異
姓
然
」
の
「
使
若
」
の
用
法
に
つ
い
て
は
、
岩
本
前
揭
書
（
二
〇
一
六
、
九
二
～
九
五
頁
）
に
詳
し
く
、
こ
こ
で
は
「（
事

42

實
と
は
異
な
る
が
、
孔
子
『
春
秋
』
が
あ
え
て
）
あ
た
か
も
～
～
で
あ
る
か
の
よ
う
に
表
現
し
た
」
の
意
味
。

（

）
齊
桓
公
に
つ
い
て
は
、
山
田
琢
「
春
秋
傳
に
あ
ら
わ
れ
た
五
覇
に
つ
い
て
（
一
）
」
（
『
金
澤
大
學
敎
養
部
論
集

人
文
科
學
篇
』

43

三
、
一
九
六
六
）
、
吉
本
前
揭
書
上
篇
第
二
章
第
二
節
「
齊
桓
公
」
を
參
照
。

（

）『
穀
梁
』
莊
公
十
三
年
「
公
會
齊
侯
盟
于
柯
。
…
…
不
日
、
信
也
。」

44
（

）『
穀
梁
』
襄
公
三
十
年
「
夏
四
月
、
蔡
世
子
般
弒
其
君
固
。
其
不
日
、
子
奪
父
政
、
是
謂
夷
之
」、
廢
疾
「
蔡
世
子
班
弒
其
君
固
不

45

日
、
謂
之
夷
。
楚
世
子
商
臣
弒
其
君
、
何
以
反
書
日
邪
」、
釋
「
商
臣
殺
父
、
日
之
、
嫌
夷
狄
無
禮
、
罪
輕
也
。
今
蔡
中
國
而
又

弒
父
、
故
不
日
之
、
若
夷
狄
不
足
責
然
。
公
羊
有
「
若
不
疾
、
乃
疾
之
」
、
推
以
況
此
、
則
無
怪
然
」（
『
穀
梁
疏
』
卷
十
六
・
十

三
葉
表
）
、
『
穀
梁
』
莊
公
二
十
三
年
「
祭
叔
來
聘
。
其
不
言
使
。
何
也
。
天
子
之
内
臣
也
、
不
正
其
外
交
、
故
不
與
使
也
」、
廢

疾
「
南
季
、
宰
渠
伯
糾
、
家
父
、
宰
周
公
來
聘
、
皆
稱
使
、
獨
于
此
奪
之
、
何
也
」、
釋
「
諸
稱
使
者
、
是
奉
王
命
、
其
人
無
自

來
之
意
。
今
祭
叔
不
一
心
於
王
而
欲
外
交
、
不
得
王
命
來
、
故
去
使
以
見
之
」（
『
穀
梁
』
范
寧
注
・
卷
六
・
五
葉
表
）
な
ど
。

（

）
注
（

）
を
參
照
。

46

21

（

）
注
（

）
を
參
照
。

47

31

（

）
池
田
前
揭
論
文
、
三
〇
〇
頁
。

48
（

）
間
嶋
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